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「子ども支援研究」発刊によせて 

 

日本子ども支援学会は、研究者や教員、実践家、市民などが子ども支援の観点で集うという

目標を掲げて、2018 年 3 月に発足しました。それから 1 年間、①年 4 回の子ども支援の研究

会「ワークショップ」の開催や、②会員相互の情報を提供する「風の便り」（「臨増」を含める

と年 8本）の刊行などを通して、学会として順調に発展してきました。 

今回の学会紀要発刊にあたっても、日本子ども支援学会らしさを考慮して伝統的な学会の

紀要からの脱皮を心がけました。特に、「風の便り」の中で優れた実践報告が掲載されている

ので、それを紀要に掲載することにしました。また、ワークショップで話し合ったテーマを

補筆、加筆して収録しました。各執筆者や編集委員会のご努力に心から感謝しています。今

回は創刊号なので、会員からのご意見をお聞きしながら、次年度により充実した紀要を刊行

したいと考えています。 
 

2019 年 9 月 15 日 
深谷 昌志 

（日本子ども支援学会会長 

東京成徳大学 名誉教授） 
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東京にも空がある 

―くにたちサテライトから― 

 

小林 未央 

（NPO法人くにたち農園の会 理事） 

 

 
 

 

高村光太郎の『智恵子抄』では、知恵子が「東

京には空がない」と言いますが、私は“ここ”で、

広い空の下、無邪気に走り回る子どもたちを見な

がらいつも、「東京にも空がある」と思っています。 

“ここ”「くにたちはたけんぼ」は、国立市谷保

の“ハケ（ママ）”と呼ばれる雑木林に覆われた立

川崖線の下、東京でも稀少な田んぼや畑の残る里

山風景の中にある農園です。初めて訪れる方は必

ずこうおっしゃいます。「東京にもまだこんなと

ころがあるんですね。」と。 

私たち「NPO 法人くにたち農園の会」は、現在

２つの拠点で、地域の子育て支援活動を行ってい

ます。１つは、前述の農園「くにたちはたけんぼ」。

もう１つは、農園から歩いて５分にある古民家

「田畑とつながる古民家 つちのこや」です。 

実は、私たちの活動は、当初“子育て支援”を

意識して始めたものではありませんでした。“子

育て支援”が活動のテーマであると私たちが明確

に意識したのは、この「つちのこや」での活動が

始まってからです。 

活動のきっかけは 2011年、国立市「農業・農地

を活かしたまちづくり」事業協議会にて、“農地が

持つ文化的、教育的価値や公共性を、広く市民に

理解してもらうために実践の場”を作る必要性を

感じたことでした。 

この時から、新しい農園モデル確立への模索を

始め、2012年に任意団体「くにたち市民協働型農

園の会」を設立。翌年、国立市と地主さんと三者

で協定を結び、閉園した梨園跡地を借り、その“実

践の場”として、「くにたちはたけんぼ」を開園し

ました。 

2013年からは、農水省の「農のあるくらしづく

り交付金」を得て、「畑を居場所に」をテーマに、

親子向けの「田んぼ体験」や、未就園児の親子と

実践報告 

https://hatakenbo.org/kunitachinouen
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妊婦さん向けの「森のようちえん」、小学生向けの

「放課後の子どもたちの居場所（学童クラブ）」、

リトルホースとのふれあい「くにたち馬飼舎」等、

様々なイベントを実施してきました。 

こうしたあゆみの中で、私たち自身が見えてき

たことがいくつかありました。それは、種まきか

ら収穫、そして食卓に続く「農」的環境は、自然

の循環の中で私たちが「生きる」原点であること。

子どもたちが、農的体験を通じて、自然の恩恵を

感じること、育てること、失敗すること、自分で

考えること、工夫すること、仲間と力を合わせる

ことなどの体験が、かけがいのない学びにつなが

っていることです。 

これは、私たちの主要メンバーが子育て当事者

で、自分や仲間の子育てに必要な場を求めて、共

に楽しく助け合ってきた中での気づきが、結果、

地域での“子育て支援”の場づくりにつながった

とも言えます。 

例えば、私たちは子育て中に様々な場面で、大

人の都合で子どもたちに制約を押し付けていま

す。「遊んじゃダメ」「走っちゃダメ」「触っちゃダ

メ」「騒いじゃダメ」「汚しちゃダメ」「危ないから

ダメ」「迷惑かけちゃダメ」と。そして、子どもた

ちだけでなく、「ダメ」を連発してしまう私たち大

人も、疲弊しきっています。 

ですが、子育ての環境が田畑に変わるだけで、

ありとあらゆる「ダメ」が「ＯＫ」に変わります。

裸足になる、遊ぶ、走る、触る、穫る、獲る、壊

す、汚す、作る、火を起こす……。用水にドボン、

田んぼで泥だらけ、汚れた洗濯物は勲章です。私

たちも子どもたちに「こんなになるまでよく遊ん

だね」と、たくさん誉めてあげることができます。

こんなに大人も子どもも心が解放される経験は、

他では味わえないことでしょう。 

もちろん、このような体験は、危険や安全を熟

知したスタッフの指導と見守りがあることが前

提ですが、私たちは「サービス（職務としての役

務提供）」の立場ではなく、「サポート（支援者）」

として、保護者や子どもに寄り添う形を理想とし

ています。 

なぜなら、一方的にサービスを提供する、受け

るのではなく、双方向で当事者として一緒に考え、

それぞれができることを持ち寄り、地域ぐるみで

子どもたちを見守り育てる環境こそが、よりよい

子どもたちの未来を育むのではないかと考えて

いるからです。 

古民家「つちのこや」での活動は、始まってか

らまだ１年ですが、ここはもともと空き家だった

築 60年のお屋敷を、建築家、大工、デザイナーな

ど様々な職能を持った方々とシェアしお借りし

ているコミュニティスペース“やぼろじ”の中に

あります。私たちは、このような地域の資源を活

かし、多種多様な方々の力をお借りして、試行錯

誤しながら、地域ぐるみでの共同参画型の子育て

支援の新しい形を作ろうとしています。 

“子育て支援”というテーマについては、まだ

蒔いたばかりの種のような私たちですが、みなさ

まには、ご支援とご協力、そしてご指導を頂きた

く、どうぞよろしくお願い申し上げます。
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特別支援教室巡回相談心理士として 

 

 

塚本 文子 

（東京都特別支援巡回相談心理士） 

 

１）特別支援教室とは 

 

特別支援教室は、発達障害のある子どもたちを

はじめとした個別のニーズに対応し、より適切で

効果的な教育を行うための制度で、平成 28 年度

4 月から東京都内の小学校で本格的に導入された

教室である。平成 30 年度にはすべての小学校に

設置され、中学校も順次予定されている。コミュ

ニケーションや特別な学習に困難さを抱えた子

どもたちが、在籍するクラスから離れて校内の別

の教室で巡回指導教員から指導を受けて社会性

を身に着け、学力の向上を図っていくことを目標

としている。 

 

２）特別支援教室の特徴 

 

①対象―通常学級での学習におおむね参加でき

る自閉症スペクトラム(ＡＳＤ)、注意欠陥・多動

性障害(ＡＤＨＤ)、学習障害(ＬＤ)の児童、又は

その傾向のある児童。 

②指導教員―東京都で採用された教員資格を持

つ教師で、各自治体の小学校一校に拠点を置き、

おもに３～５名のチームで、担当する小学校を

巡回する。中には心理士の資格を併せ持つ教員

もいるが多くはない。筆者が担当しているＡ区

の場合は、平成 30 年度現在三つの拠点校があ

り、それぞれ７，８名の指導教員が八校前後の

小学校を巡回している。 

③指導内容―子どもの障害、障害の状態に応じた

「ソーシャルスキルトレーニング」や「教科の

補充」などがそれぞれに合った方法で行われる。 

 

３）巡回相談心理士の一日 

―特別支援教室の実際(Ａ区Ｂ小学校の場合) 

 

特別支援教室巡回相談心理士の役割は多岐に

わたり、制度が始まったばかりでその成果もまだ

不透明なところがあるが、それでも子どもたちが

少しでも自信をもって学校生活を送れるように、

これからも学校を支える存在でありたいと日々

願っている。次にその活動の実際を記す。 

 

〈Ａ区の場合〉 

Ａ区は東京都東部に位置する下町風情の残る

区である。子どもたちは素直で、遊ぶことが大好

きな児童が多い。小学校は比較的小中規模校が多

く、小学生約 8 千名が２４校に在籍している。そ

の中で特別支援教室の対象児童は平成 30 年度で

200 名近くいる。一校に 15 名くらいの対象児童

がいる学校もあれば、3 名だけの学校もあり様々

だ。筆者は 15 校を巡回し、120 名程の児童の行

動観察と指導教員や担任への助言を行っている。

巡回相談心理士は東京都が東京特別支援教室心

理研修センターへ業務委託をし、そこからの派遣

という形で小学校を巡回している。一校につき年

間 40 時間勤務という規定があり、平均的には 4

月、8 月を除き月に一日 4 時間となるが、学校の

ニーズに合わせて一日 8 時間、年間 5 回の学校も

あり、40 時間をどう割り振るかは学校裁量となる。 

 

〈２つの役割〉 

心理士の役割は大きく分けて２つあり、①一つ

は特別支援教室を見学し、指導内容について指導

教員に助言したり、それを指導教員と共有して今

後の指導の方向性を話し合うこと、②もう一つは

通常級での対象児童又は対象ではないが気にな

る児童を観察し、クラスでの担任の対応について

助言や支援の必要性について話し合ったりする

ことである。ちょっとした助言で担任の表情が明

るくなったり、指導方法が整理されたと報告があ

ったりすると嬉しい気持ちになる。いずれも児童

にかかわる支援者との連携が不可欠で、協働作業

の中で進められていく。 

 

〈相談心理士の一日〉 

朝は８時半までに出勤し職員朝会や全校朝会

に参加したりする。出勤簿はその都度決められた

用紙に捺印し退勤時までに提出することになっ

ている。朝会が終わると、特別支援コーディネー

ターや特別支援教室専門員(対象児童をクラスで

観察したり特別支援教室での指導に使う教材を

作成したりする役割を担う)とその日の心理士の

スケジュールについての打ち合わせや、観察する

児童の情報共有を行う。心理士にとっては児童を
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アセスメントしていく上での貴重な時間である。 

 

〈２時間枠での活動〉 

特別支援教室での指導は２時間枠で設定され、

例えば一、二時間目にクラスの授業を抜けてくる

児童は、一時間目は担当教員と個別の学習をし、

二時間目に３，４名の小集団でＳＳＴ(ソーシャル

スキルトレーニング)を学んでいる。子どもたちは

この時間を楽しみにしており、個別学習では自分

の良いところをたくさん褒められ、小集団では社

会的な場面での言動を振り返り、集団での『振る

舞い』を身に着けていく。巡回相談心理は個別指

導について、教員の児童へのかかわり方について

の助言も行う。かかわり方の良さを伝え励ますこ

とも多い。また小集団活動では、司会担当教員に

活動の進め方や活動内容についての助言や提案

を行っている。子どもたちの表情や動き方を観察

しながら、活動の狙いが浸透しているかを把握し

たりする。 

 

〈給食時間と昼休み〉 

給食は職員室や特別支援教室で指導教員や専

門員、特別支援コーディネーター(おもに養護教

諭)と一緒に、その日の指導の振り返りや対象児童

の情報共有を行う場合が多い。また気になる児童

の近くで給食を食べながら行動観察を行う場合

もある。食事の取り方や友達関係を把握したり、

会話の中での言語面での特徴を捉えたりするこ

とができる。昼休みは行動観察をした児童のアセ

スメントと担任や指導教員への細かい対応につ

いての助言を記録する。事前に担任から「友達と

上手くかかわれなくてトラブルが多い。対応はど

うしたらいいか」などの具体的な相談がある際は、

そのことについて記入する。記録用紙は管理職や

かかわる教員が目を通し学校保管となる。また、

昼休みを利用して直に担任と情報交換し、児童理

解を深めたりすることもある。 

 

〈その他の業務〉 

時には勤務時間を午後に調整して、校内委員会

や生活指導全体会に出席し、校内の支援が必要な

児童について話し合ったり特別支援教育の啓発

を行ったりする。要請により、保護者との面談で

家庭でのかかわり方を共有していくことも増え

てきている。 

 

４）最後に 

子どもたちへのチーム援助の一環として始め

られた特別支援教室巡回相談心理士の役割では

あるが、子どもたちを取り巻く支援者をサポート

する意味も大きいと感じている。これからも子ど

もたちが様々なことを学ぶ学校で、子どもたちの

良さを引き出し、先生たちの日々の頑張りを応援

していきたいと思っている。 
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放課後児童クラブの可能性 
 

 

和田 奈々子 

（NPO法人東京学芸大こども未来研究所 保育士 子ども支援士） 

 

１）はじめに 
 

NPO 法人東京学芸大こども未来研究所は、東京

学芸大学の「知」である子どもに関わる「ヒト」

「モノ・コト」「コミュニケーション」を社会に発

信する NPO法人です。私は現在、東京学芸大学よ

り委託を受け実施している「東京学芸大学放課後

児童クラブ」の運営業務に携わっています。 

「東京学芸大学放課後児童クラブ」は東京学芸

大学が文部科学省の特別経費を受け「附属学校等

と協働した教員養成大学による『経済的に困難な

家庭状況にある児童・生徒』へのパッケージ型支

援に関する調査研究プロジェクト」の研究開発を

行うため、平成 28 年度より東京学芸大学内に設

置された学童保育です。 

対象は東京学芸大学附属小学校に通う１〜３

年生で、保護者が共働きであるなどの理由により、

日中に一定時間、保育を受けることができない児

童です。大学の広大な敷地の中、豊かな自然に恵

まれた環境と、大学の知を存分に活用し、児童の

安全安心で豊かな放課後活動を支援しています。 

東京学芸大学が教員養成大学ということから

沢山の学生達が、実践的な教育を学ぶため、大学

公認サークル「cococolors」を立ち上げ、よりよい

支援を目指し主体的に活動しています。 

また、東京学芸大学内にある一般社団法人教育

支援人材認証協会の認証する「こどもパートナー」

や、「こども支援士（アフタースクール）」を受講

した地域の教育支援人材の方々が、その知識を活

かし活動をしています。他にも様々な知識と経験

を持つ多様な大人が関わることで、児童の活動の

幅と視野を広げる役割を担っています。学生が経

験していない育児や社会経験の知識や感覚を学

生に伝えることも、我々大人の大切な役割だと考

えています。 

放課後児童クラブでは、日々の生活を通して

児童の自立と協調性、自主性を育んでいくこと

を目的とし、適切な声かけと適度な介入を心が

け、自身での成長の機会を大切にしています。 

 

 

２）放課後児童クラブの１日 
 

(1)平日の予定 

登所後着替えをします。学年ごとに下校時刻が

異なるため、各々ミーティングをし、その日のス

ケジュールと出欠の確認をします。おやつの準備

や片付け・掃除は班ごとに協力して行います。 

 

14:00 下校（登所） 

14:30 ミーティング（学年ごとに実施。リーダ

ー・サブリーダーを毎日選出。） 

14:40 自由時間（プレイパークや室内で遊ぶ。

登所時間により時間が異なる。） 

15:30 集中タイム（20 分間。学校の宿題やドリ

ル、読書をする。一人で集中して行うことを

目的としている。） 

16:00 おやつ 

16:20 片付け・掃除 

16:40 おわりの会（全体ミーティング。） 

17:00 降所（各自決まった方法で降所する。附

属小学校は通学範囲が広くバス帰りが多い。

バス停まではスタッフが見送る。） 

19:30 閉所（18:00-19:00 延長保育） 

 

(2)一日登所日の予定 

（長期休業・学校の振替え休日） 

時間に余裕があるため、お弁当を持ち小金井公

園にお花見に出かけたり、地域の図書館に本や紙

芝居を借りに行ったりします。児童からの提案を

受け、事前に必要な準備のサポートをし、全体へ

提案するよう促します。児童の提案を可能な限り

叶えることで、自己肯定感を高め、次回の主体的

な活動につなげます。 

 

9:00 登所 

9:30 ミーティング（全体で実施。リーダーは３

年生が行う。） 

9:40  集中タイム（30 分間。長期休業自由研究） 

10:20 自由時間（プレイパークや農園に行く。室

内で遊ぶ児童もいる。） 

12:00 昼食（班ごとにお弁当を食べる。） 

https://ja-jp.facebook.com/gakugeiafterschool/
https://ja-jp.facebook.com/gakugeiafterschool/
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12:30 集中タイム（30 分間） 

13:00 自由時間 

15:00 おやつ 

15:20 片付け・掃除 

15:40 おわりの会 

16:00 降所 

18:30 閉所（17:00-18:00 延長保育） 

 

（３）活動内容 

〈ミーティング〉 

１日のスケジュールを明確にし、見通しを持

って過ごせるようホワイドボードを活用し、ミ

ーティングとおわりの会を行い、時間を管理す

るスキルを磨きます。毎日リーダーとサブリー

ダーを選出し、司会と進行を児童が行います。

多くの児童が体験できるよう話合って決めてい

ます。 

 

〈集中タイム〉 

各自、課題を決め自主的に学ぶ時間です。大勢

の中でも集中して取り組めるよう指導していま

す。学生が中心となり学習支援を行います。夏季

休業中は、独自に作成した算数のアセスメントプ

リントを実施し、つまずきの箇所や間違え方の傾

向を確認し、個別にフォローしていきます。 

  

〈掃除〉 

班ごとに担当を決め、毎日違う場所の掃除を行

います。おやつで使用した食器洗いや窓掃除、ト

イレ掃除、床ふき、庭の掃き掃除等を行います。 

  

〈自由時間〉 

大学内にあるプレイパークで、木登りやザリガ

ニ釣り、サッカー、工具を使った工作等、各々の

やりたい事をします。ハンモックを張ってのんび

りすることもあれば、大学の農園で、やぎの世話

や収穫体験をすることもあります。収穫した野菜

でポップコーンや豚汁等を作って食べ、食育につ

なげています。室内では、工作やごっこ遊び、ブ

ロック遊び等を行います。遊びの種類の多様性は

性別年齢に関係なく、興味がある児童が普段とは

違うグループ形成をすることがあります。勉強や

運動といった限られた評価基準ではなく、多様な

評価対象と基準があるため、児童の得意なことを

引き出し、前面に出すことで、自己肯定感を高め

るとともに、周囲の児童との関係性が改善するき

っかけとなることもあります。 

 

(4)諸機関との連携と行事 

〈大学との連携〉 

４月には大学のサークル勧誘に合わせ、児童が

カレーを振舞う「おもてなし大作戦」を実施し、

新入生に学童の紹介を行いました。実践の場とし

て授業の受け入れや、大学のプールを利用した水

泳教室を行うことで、学生にとっての学びの場で

あるとともに、児童が様々な体験をできる機会を

得ています。学部の４年生が卒業研究として企画

を持ち込み、農園や学内で季節ごとに植物を採取

し、児童が自分だけの「植物図鑑」を作りました。

大学の教員により、月に一回行われる親子会や、

課題に合わせたスタッフ研修の実施、気になる児

童の支援方法を相談する等、大学の知を存分に活

用しています。 

 

〈学芸の森保育園との連携〉 

隣接する保育園にて太鼓を叩く体験や、避難訓

練を合同で行っています。お昼寝の様子や保育園

の給食室を見学させてもらうこともしばしば。職

員の方にお付き合いいただき、「ボール取らせて

ください。」と挨拶に行くこともあります。園児と

の遊びも異年齢交流の良い機会です。 

 

〈地域との連携〉 

地域の大人の方が工作や手仕事を教えに来て

くれます。様々な方が関わり子どもの世界を広げ

ています。 

 

〈附属小金井小学校との連携〉 

児童の様子や行事予定等の情報共有を密に行

い、支援体制を強化しています。放課後や週末の

活動場所に附属小金井小学校の体育館をお借り

する事もあります。 

 

〈宿泊体験〉 

５月に 3年生がこどモードハウスで宿泊体験を

しました。保護者と離れ協働し団結力を高めまし

た。 

 

３）成果と展望 
 

放課後児童クラブの運営に携わり、約１年が経

ちました。家庭でも学校でもない放課後の時間だ

からこそできることが沢山あると感じています。

放課後児童クラブの法整備に関してはまだ始ま

ったばかりであり、このようなことを述べるのは

時期尚早と存じますが、放課後児童クラブのあり

方について３点提案をいたします。 

１つ目は、児童と支援員の関係性を生かした積

極的な問題解決の場としての活用です。放課後児

童クラブでは、指導者が保護者でも教師でもない

第三者の大人として、児童と長い時間を過ごし、
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遊びを通して信頼関係を築きます。そのうえで児

童から「絶対誰にも言わないで。」と言って、家庭

での不安や友人関係の悩みを打ち明けられるこ

とがあります。心身共に成長が著しく、成長過程

におけるゆらぎや個人的な課題がみられる他、自

由度が高い場所で異年齢の集団が生活を送るか

らこそ起きるトラブルもあります。個人の特性だ

けで無く、学年やクラスを超えた周囲との関係性

や抱えている課題も見えてきます。 

また、附属小金井小学校と連携し、教師と児童

の様子や情報共有を密に行っていますが、小学校

での出来事を放課後まで引きずることも（逆も）

あります。小学校と放課後での様子の違いから、

本人の抱えている問題と解決の糸口が見えてく

ることもあります。教師の負担を軽減するために

も、放課後の時間を活用した支援が出来ればいい

と考えます。 

２点目は空き時間の活用です。平日は児童が登

所する時間まで、施設が空いており、スペースと

支援人材を有効活用できないかと考えます。現時

点では常勤職員が常駐し、運営業務や研究サポー

トを行っている他、保護者からの電話対応や、面

談による相談にのっています。 

放課後児童クラブには、児童の個性や家庭環境、

継続した成長過程を理解している支援員がおり、

児童が普段から通い慣れている場所です。児童が

困った時や、つまずいた時に、別室登校の選択肢

の一つとなれば、多様化する社会問題に対するニ

ーズの解消に一躍担えるのではないでしょうか。

同時にスタッフの質の向上と、雇用の安定にもつ

ながります。長期休業中と平日では、勤務時間の

差が激しく、スタッフが集まりづらい状況にある

からです。 

３点目は全ての児童に安全な放課後活動の場

所を提供することです。現在は保護者の就労等の

状況や地域により、放課後の支援を受けられる児

童と受けられない児童がいます。放課後の時間を

安心・安全でより豊かなものにしようと、日々奮

闘しているからこそ、教育格差の是正を目指し、

全ての希望する児童が同様の支援を受ける機会

を得られるような社会になることを望みます。 

そのためには、放課後支援者の人材発掘と育成

を継続して行い、専門的な知識を持つ支援員が継

続して関わることが必要となります。 

私自身「こども支援士（アフタースクール）」の

講座を受講し、子どもの支援をスタートしました。

これからも子どもの安全・安心で豊かな放課後の

あり方を考え、切磋琢磨して参りたいと思います。 
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子どもの居場所づくり 

－「信州子どもカフェ」プラットフォーム活動－ 

 

市川 フロスト 和美 

（特定非営利活動法人キッズドリーム 代表理事） 

 

長野県では、子どもの貧困問題、学習問題など

を把握するとともに、長野県内各地で、「信州子ど

もカフェ―プラットフォーム」という長野県の委

託事業が始まりました。 

佐久地域では、平成 28 年度は、12 月からスタ

ートし、平成 29 年度は NPO 法人キッズドリーム

が長野県より受託し、活動を開始しました。 

私たちの団体は、もともと、里親のサポートや、

お子様の一時的な預かりをするファミリーサポ

ートをメインにする団体ですが、プラットフォー

ムの主幹団体として、子育てをしている団体や個

人を繋げる役目を引き受けました。 

１年間、佐久地域にどのような子どもを支援す

る団体があるのかという情報収集をしました。幹

事会を月に１度行い、全体会を年に２回、そのほ

かに、食部会、相談部会、学習部会の３部会で１

年に３回ぐらいの学習会を行いました。 

団体の中には、里親、チャイルドライン、手遊

びの会、地域子ども見守り隊や、学習支援、こど

も食堂など、または、これから、こども食堂をや

りたい方、学習支援ができるけど場所がない方、

場所はあるけどノーハウのない方など、沢山の団

体や個人が集まりました。 

平成 30 年度、私たちキッズドリームは、たく

さんの団体とボランティアの方々のお力を借り

て、大きな『こどもまつり』というプロジェクト

を成し遂げました。 

私の所属する、「長野県里親会連合会」では、長

野県の県大会を毎年開催しております。たまたま

今回は佐久地域での開催でした。毎年の反省事項

に、県大会には、里親と行政しかこなくて、里親

の周知活動にならない。反省点でした。そこで、

一般的な人々を巻き込むには、どうすれば良いの

かということを考えました。一般的な人々が集ま

る、「こどもまつり」の様なイベントを開き、そこ

で同時開催で里親県大会をひらけば良いと考え

ました。 

基調講演はサヘル・ローズさんにお願いするこ

とにしました。サヘルさんご自身「養子縁組」を

隠さず、養子として育った生い立ちをお話くださ

るからです。 

10 月に佐久創練センターで、６００人もの方々

を動員し、「サヘル・ローズさんの講演」「地域の

プラットフォームの活動周知」「子育てマルシェ」

などのイベントを組み合わせ、とても賑やかに開

催いたしました。サヘル・ローズさんに、養子側

からのお話が聞くことができ、本当に良い講演と

なりました。 

「信州こどもカフェ」の周知活動は、どこに学

習支援をしている団体や個人、こども食堂などが

あるのかなど、活動をしている人たちの活動情報

を収集するとともに、必要な方々がいたらぜひい

らしてほしいという周知をいたしました。相談部

会では相談ができる人たちを配置し子育て相談

を実施したり、座談会を開いたりしました。 

また、児童相談所では、里親希望の方に里親制

度の説明をするブースも用意し、長野県里親会の

方からは里親の体験談などのお話を一般の方々

に行いました。 

託児も公演中などに特に多く使用していただ

き、地元のマジシャンや科学ショーをしてくれる

パフォーマーもお呼びし、お子様が主体のコーナ

ーも設けました。 

信州こどもカフェ、プラットフォームは、個人

や各団体という枠を越え始めてきました。佐久地

域での、活動の成果は、例えば、今までこども食

堂に集まらなかった食材が、他の団体や企業とつ

ながることにより確保できてきたということ、ま

た１つの食堂で大量にフードバンクなどから声

がかかった時に、それを分けるこども食堂の連携

が取れてきて食材が無駄にならなくなったこと

などに表れています。また、こども食堂と学習支

援が繋がり、こども食堂に貧困で塾に通えないお

子さんたちが来る様になり、そのお子さんを教え

る高校生が集まって来るようになりました。手遊

びの会とこども食堂が一緒に活動をし、幼児さん

部門、小学生部門など、親子での親子カフェを運

営することもできてきました。様々な団体が横に

繋がり、何個かの団体が一緒に活動する機会が増

えてきたことが、このような成果につながったと

思いました。 

このプラットフォームは、行政からの委託なの

https://www.pref.nagano.lg.jp/jisedai/hitorioya/ibasyohome.html
https://www.pref.nagano.lg.jp/jisedai/hitorioya/ibasyohome.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%98%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%BA
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で、もちろん、官民で運営するものになります。 

里親の話も何度かこのプラットフォームの学

習会でお話させていただきました。短期でも里親

に預かってもらえることなどをお話しました。こ

の話で、里親への委託も少しずつ動き始めてきま

した。早めの介入により、実親さんからの里親委

託への意志をいただき、委託することができた例

も出てきました。 

今後の活動は、傾聴の学習会などをやり、子ど

もたちの声に耳を傾ける活動を続け、問題点を認

識し、早めに介入していくこと。 

介入の例としては、近くのこども食堂の紹介を

してつなげていく、学習支援の紹介などをし、塾

に行けない子達もサポートする場所があるとい

うことを認識していただく、リユーズなどを充実

させ必要な方々への物資的な支援をしていくこ

となどを目標にしております。 

令和元年の NPO法人キッズドリームとして行う

活動は、「こども達のノーマライゼーション」。ど

んな立場の子どもでさも、どんな障がいを持って

いても、みんな感じることができること。「コンサ

ートを作る」ということで、特に聴覚障がいを持

っているこども達や他の障がいを持っているこ

ども達も持っていない子ども達も、一緒にみんな

でコンサートを作り、リズムや音楽を感じてもら

うというイベントをやろうと考えています。 

たくさんの子ども達にみんなで作り上げる楽

しさを感じてもらえたら良いと思います。 

最後に、里親である私個人の意見ですが、たく

さんの人たちが繋がり、情報を集め、周知する事

で、コミュニティーでの子育てを目指し、親子分

離がされる前に、どうにか介入し、里親や児童養

護施設の必要のない社会にしていければ良いと

思います。相談できる場所がある、塾に行くお金

がなくてもここに行けば勉強を見てもらえる、仕

事で遅くなって誰かという時に、頼れる場所があ

る、頼れる人がいる……。そういう居場所づくり

は大切だと思います。 

子育て支援は、親子で支援していき、健全で、

繋がりのある社会が築ければ良いと思います。 
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幼稚園教育が目指すもの 

 

 

河村 圭 

（育英幼稚園・副園長） 

 

人生に必要な知恵はすべて幼稚園の砂場で学んだ 

人間、どう生きるか、どのようにふるまい、 

どんな気持ちで日々を、送ればいいか、 

本当に知っていなくてはならないことを、 

わたしは、全部残らず幼稚園で教わった 

ロバート・フルガム(1) 

 

 

1）幼稚園制度の概要 

（文部科学省ホームページより） 

 

〈対象〉 

満 3歳から小学校就学の始期に達するまでの

幼児 

 

〈教育時間・週数〉 

1日 4時間を標準（幼稚園教育要領） 

年間 39 週以上（学校教育法施行規則第 75 条）、

夏期休業・冬季休業有り（学校教育法施行令第 29

条）。 

３歳以上について共通になる。保育内容の５領

域はすべての幼稚園・保育所・認定こども園の３

歳以上について、同一のものが指導されるように

なった。 
※地域の実態や保護者の要請により、教育課程に係

る教育時間の終了後に希望する幼児を対象に「預

かり保育」を実施する。 

 

〈教育課程〉 

幼稚園教育要領（文部科学大臣が定める）による

ものとする。 

 

〈幼稚園教育の基本〉 

幼稚園教育は，学校教育法第 77 条に規定する

目的を達成するため、幼児期の特性を踏まえ、環

境を通して行うものであることを基本とする。こ

のため、教師は幼児との信頼関係を十分に築き、

幼児と共によりよい教育環境を創造するように

努めるものとする。 

注 1：2018 年の改定により、３歳以上の幼児期

の施設での教育を｢幼児教育｣と呼ぶ。 

幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型

認定こども園教育・保育要領は背景として、小学

校就学前の就園率が幼保で同じ程度になったこ

とと、研究や実践の積み重ねから幼児教育が幼児

期に不可欠の教育であることが認識されたこと

などがある。 

注２：幼稚園教育要領改訂 2018 

 

〈ポイント〉 

資質・能力によって、幼児教育と小学校以上の

学校教育で育成される子どもの力を共通に表す。 

（1）「知識及び技能の基礎」 

豊かな体験を通じて、感じたり、気付いたり、

分かったり、できるようになったりする 

（2）「思考力・判断力・表現力等の基礎」 

気付いたことや、できるようになったことなど

を使い、考えたり、試したり、工夫したり、表現

したりする 

（3）「学びに向かう力・人間性等」 

心情、意欲、態度が育つ中で、よりよい生活を

営もうとする 

 

２）幼稚園ってどんなところ？ 

―育英幼稚園の教育－（東京都の事例） 

 

東京の目黒区にある育英幼稚園は 1932（昭和 7）

年に創立され、今年で 87 周年を迎えた。その創

立には大正末期に起こった新教育運動が大きく

関わっている。まずは、その新教育について述べ

たいと思う。 

 

（１）新教育運動 

19 世紀の終わりから 20 世紀の初めにかけて起

https://www.ikuei-meguro.com/wanojikan.html
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こった、新教育運動の発端となったのは 1889 年

にイギリスで誕生したアボッツホルム校

（Abbotsholme school）だと言われている。当時

のイギリスの中等学校は、私立のパブリック・ス

クールにせよ、公立のパブリック・スクールにせ

よ、いずれもラテン語、ギリシャ語などの古典語

を中心に行われ、主知主義的で、現実の生活から

遊離したものであった。他方、産業革命後の都市

においては、社会問題が表面化し、家庭における

教育機能も低下して、もはや都市は教育に適した

環境とはみなされなくなっていた。このような状

況 の 中 で セ シ ル ・ レ デ ィ （ Cecil Reddie 

1858~1932）は、都市の悪影響から逃れた田園の

地にアボッツホルム校を創立した。教科面では古

典語の時間を減らし、代わってそれまで軽視され

ていた現代外国語や理科、地理など、現代社会の

求める科目を取り入れ、また芸術教育や手仕事を

伴う労作教育を積極的に推進していった。 

世界の新教育運動は、同じくイギリスの「ビー

デル校」、フランスの「ロッシュ校」、ドイツの「田

園教育塾」の創立などヨーロッパを中心に広がっ

ていった。そして、1921 年フランスのカレー市で、

「教育国際会議」が開催され、WEF(World 

Education Fellowship＝世界教育連盟)の前身で

あるNEF(New Education Fellowship＝新教育連

盟)が創立され、以下の七か条が採択された。 

 

①児童の精神力を生活のなかで向上させる 

②児童の個性を尊重する 

③児童に内在する多方面の興味の発現を促す 

④年齢相応の自治的訓練をする 

⑤競争よりも社会協力の必要さを教える 

⑥両性の平等と協力を教える男女共学を実施す

る 

⑦人権尊重及び国際協力の精神を育てる 

 

一方、日本では明治以降画一的で、反芸術、非

科学の時代にそぐわない教育が行われており、欧

米での新教育運動に刺激を受けた教育者たちが、

日本でも新教育運動を起こしていった。成城学園

の前身の成城小学校も新教育を志す学校の一つ

で、「私立成城小学校創設趣意」には、以下のこと

がうたわれ、現在も成城学園初等学校にて継承さ

れている。 

 

①個性尊重の教育 附、能率の高い教育 

②自然と親しむ教育 附、剛健不撓の意志の教育 

③心情の教育 附、観賞の教育 

④科学的研究を基とする教育 

 

(２)育英幼稚園の教育 

創立者、渡邉煕一は、その成城小学校で日本の

初等教育の改革を志した沢柳政太郎先生に呼ば

れ、成城小学校で教鞭をとった。成城時代に共に

新教育の実践に情熱を傾けたのは、後に玉川学

園を創立した小原國芳先生や「窓ぎわのトット

ちゃん」で有名なトモエ学園の小林宗作先生ら

錚々たる先生方であった。小原先生にはその後

もご指導いただき終生恩師と仰ぎ、幼稚園の園

歌の作詞もしていただいた。成城をはなれ雪谷

の清明学園の創立に参画した後、当園を創立し

た。 

創立者は、新教育の考えを基に育英幼稚園の

教育を創り上げ、現在も時代に合わせた形で継

承されている。ここに３つの取り組みを紹介す

る。 

 

①「本物に触れる」 

成城小学校で各教科を専門に研究した教師が

教えていたことから、「専門家に教わる」こと「幼

児期に本物に触れる」ことが大切と考え、音楽・

たいそう・アートは専門講師による指導を行って

いる。また、一流の作家によるツリーハウス建設、

木育体験、一流のアーテイストによる演奏やライ

ブを体験する機会などを設けている。 

 

②「子どもが主体、教師の役割」 

教師が教え込む受け身の教育ではなく、子ども

が自ら考えることを大切にしている。折に触れて

行われる子どもたちの話し合い、作ったものや見

てほしい事柄を発表する活動や、自発的なあそび

の発展に力を入れている。 

当園では全教員が全園児の名前を知っていて

関わり、毎日全教員がその日の出来事を話し合い、

問題・課題を共有し、子どもたちの成長に寄り添

っている。 

主体的な活動の実践の一例として、５歳児クラ

スの運動会の活動をご紹介する。 

毎年５歳児のクラスになるとできる子どもた

ちの憧れの競技に「紅白いもむし」がある。しゃ

がんだ姿勢で４人か５人が連なっていもむしに

なり、先頭の子どもが相手チームの後ろの子ども

の帽子をとるという、いもむしの騎馬戦のような

ものでクラス対抗で行う。誰が先頭になるか、順

番を子どもたちで話し合って決める。練習で負け

ると悔しがって泣く子もいる。どうやったら勝て

るか、子どもたちから話し合いが始まる。「イモム

シが離れないようにするには組み手の向きが関

係あるのではないか」という子、「足腰を鍛えるた

めに毎日スクワットをした方がいい」とか、「相手

のクラスに聞かれないように、また見られないよ

うに練習したい」そのために先生に部屋の入り口
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に紙を貼るよう頼んでいる子もいる。決められた

競技を受け身で行うのではなく、子どもたちが主

体的に取り組んで当日を迎え、勝っても負けても

子どもたちが全力でお互いを尊重し合って協力

したことで大きく成長した。 

 

③「個性尊重の教育」 

子どもたちはそれぞれに違った天分や能力を

持っている。それを遺憾なく発揮せしめること。

一人ひとりが大切にされ、お互いの違いを認め合

うこと。そのことを日々の生活の中で、教師が念

頭に置いて関わっている。 

「わのじかん」やインクルーシブ教育などを通

して、人はみんな違うこと、自分の良いところ、

相手の良いところを見つけ、自尊感情を高めるこ

とを大切にしている。 

 

「わの時間」 

わの時間は、育英幼稚園の独自の教育プログラ

ムである。自分を大切にし、相手を思いやり、平

和な人間関係を育むための手助けをすることが

目的で行われている。 

少年犯罪が多発し、少年法の改正についての議

論が盛んに行われていた頃、園長は幼児教育者と

しては、それを裁くことよりも幼児期からそれを

予防する方法の必要であると強く思った。そして

調べてみると、米国では既にその問題に取り組ん

だ多くのソーシャルスキルプログラムがあるこ

とがわかった。それぞれ方法や教材に違いはある

ものの、多くのプログラムが目指していることは、

自分の気持ちをコントロールし、問題解決をする

方法を学ぶものであった。当初は米国のプログラ

ムをそのまま導入してみたが、実践しているうち

に、米国生まれの教材をそのまま使うのではなく、

目の前にいる育英幼稚園の子どものための独自

のプログラムを開発しようということになった。

日本のものというこだわりから「わの時間」とい

うネーミングにした。 

幼児期にどのようなスキルを身に付ければこ

れからの人生を平和に生きていけるのだろうか。

行き着いたのは、自分を大切にする力をつけるこ

とと、相手を思いやる気持ちを育てることである。

これは、育英幼稚園の教育の根幹の「個性尊重の

教育」と相通じるものである。 

具体的にはどのようなことをしているのか。 

先ず、自分を知ることから始める。そのために

は自分の気持ちに気づくことが大切である。そし

て相手にも同じように気持ちがあり、それに気づ

き、どう理解し、伝えあうか。 

問題が起きたらお互いの気持ちを考え、傷つか

ない解決方法を考える。答えは一つではないこと

がわかるとこれから困ったことがあった時に役

に立つことであろう。最も伝えたいことは、人は

みんな世界に一人の大切な存在であること。みん

な違ってみんないい。自分にはどんな良いところ

があるか。相手にはどんな良いところがあるか。

自分を好きという気持ちがあれば、これから先に

困難に会ってもきっと乗り越えられると信じて

いる。 

卒園前には、一人ひとりがみんなから良いとこ

ろ言ってもらい、卒園の時にそれぞれの良いとこ

ろをカードにしてプレゼントしている。 

母親との「わのじかん」は「わつなぎの会」と

して、オーストラリアの絵本の翻訳やカードを使

っての褒め合い、子どもの発達についてのワーク

ショップなどを行ってる。 

 

「インクルーシブ教育」 

また私副園長は、特別支援教育士の資格も保有

しており、障害も個性として受け入れ、発達障害

児の受け入れも行っている。 
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３）おわりに 

2018 年 4 月に『幼稚園教育要領』『保育所保育

指針』『幼保連携型認定こども園教育・保育要

領』の改訂・定があった。その内容には、「子ど

もを主体とした教育」が打ち出されており、環

境を通しての教育、総合的な遊びから子どもた

ちの自発性を引き出すことが求められている。

これは、まさに 100 年以上も前から続く新教育

の考えに類似しており、実際に改訂・定の内容

説明に新教育運動を引き合いに出す教育者もい

た。このように新教育の考えは、今また注目さ

れてきている。しかし、現状は東京 23区などの

都市部の認可保育園の２割以上が園庭を持って

いないことや、大人の労働環境の問題で過度な

長時間保育をせざるを得ないなど、問題は山積

みである。こんな時代、環境だからこそ、幼稚

園が理想的な教育の発信の場としての役割を担

っていく必要があると深く感じている。 

 

 

【引用・参考文献】 

(1)ロバート・フルガム著 池央 耿訳「人生に

必要な知恵はすべて幼稚園の砂場で学んだ」

河出書房新社 1990 

(2)石橋哲成「新教育運動の展開 ―ヨーロッパ

と日本におけるを中心として―」玉川大学出

版部 2001 

(3)文部科学省ホームページ（2019 年 4 月） 

(4)「幼稚園教育要領」「保育所保育指針」「幼保

連携型認定こども園教育・保育要領」2018

年改訂版 
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いじめ問題への理解を深める 

 

 

深谷 昌志 
（東京成徳大学 名誉教授） 

 

１） いじめの 30年を辿る 

２） いじめ問題の基礎理解 

３） 日本のいじめ・アメリカのいじめ 

 

 

１）いじめの 30 年を辿る 
 

（１）「葬式ごっこ」（1986年） 

1986（昭和 61）年に中野富士見中学で起きた「い

じめ」の概要である。 

 

鹿川君は 1984 年 4 月に杉並区立富士見中学

に入学した。しかし、2 年に進級し、クラス替

えがあった頃から、小柄で内気の鹿川君は仲間

から買い物の使い走りをさせられる「ツカイッ

パ」扱いを受けるようになる。 

２学期に入ると、プロレスごっこで投げられ

役にされる、服を脱がされれる、顔に髭を描か

れて廊下にたたされるなどのように、鹿川君に

対するいじめがエスカレートする。そして、11

月 14 日に、教室で「鹿川君が死んだことにし

よう」という「葬式ごっこ」が始まり、鹿川君

の机に写真や花が置かれ、学級の全員からの

「いなくなってよかった」などの寄せ書きもあ

った。 

３学期の始業式の日、８人の子からひどい暴

行を受けるなど、いじめのひどささが増す。こ

の頃から、鹿川君は学校を休むようになる。学

級の多くの子は鹿川君の状態を知ってはいた

が、いじめグループと関わりたくないので、見

て見ぬふりをしたといわれる。鹿川君の父親

は、10 月頃から、担任にいじめを止めて欲しい

と訴え、担任も口頭では注意してはいるが、い

じめはひどさを増すばかりで、2 月 1 日に祖母

のいる盛岡の駅ビルで、「ぼくだってまだ死に

たくない。だけどこのままじゃ『生きジゴク』

になっちゃうよ」の遺書を残して自殺する。 

1991 年 3 月の東京地裁はいじめと自殺との

因果関係を否定したが、遺族の控訴を受けた東

京高裁で、1994 年 5 月、「普通の人なら苦痛を

感じるはず」といじめの存在を認め、都と区、

同級生２名に 1150 万円の賠償命令を下してい

る。そして、主犯格の２人は保護観察処分とな

った。（１） 

 

（２）大河内君事件（1994） 

鹿川君の事件は 30 年ほど前の出来事なので、

いじめの深刻さを理解できずにふざけの延長程

度と見なし、学校や教育委員会はむろんのこと、

警察も鹿川君関係者の訴えを門前払いしている。

それから８年後の 1994（平成 6）年 11 月、愛知

県西尾市立東部中学 2年生大河内君がいじめを受

けて長文の遺書を残して自殺をする。遺書が新聞

で報道され、社会的に大きな衝撃を与えた。 

大河内君と加害者Ａとは小学校高学年時代か

らの付き合いだが、体力のずば抜けたＡは８人位

の子と極悪軍団を作り、Ａが「社長」、けんかの弱

い大河内君は「パシリ」扱いされた。中学１年の

２学期頃から「カバンを隠される」や「自転車を

壊される」などのいじめが始まり、２年生になる

と、いじめがエスカレートし、「毎日のように殴ら

れる」や「女子の前でズボンを脱がされる」、「毎

日のように多額の現金をせびられる」などの日々

が続き、11 月 27 日に自宅の裏庭で自殺するが、

12 月 1 日に、大河内君の引き出しから長文の遺

書が見つかる。 

以下の文章は、大河内君の遺書からの抜粋であ

る。 

 

家族のみんなへ。14 年間、本当にありがと

うございました。僕は、旅立ちます。でもい

つか必ずあえる日がきます。その時には、ま

論考 
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た、楽しくくらしましょう。（中略） 

まだ、やりたいことがたくさんあったけど

……。本当にすみません。いつも心配をかけ

させ、ワガママだし、育てるのにも苦労がか

かったと思います。おばあちゃん、長生きを

して下さい。お父さん、オーストリア旅行を

ありがとう。お母さん、おいしいご飯を有難

う。お兄ちゃん、昔から迷惑かけてスミマせ

ん。（中略） 

いつもいつも使いぱしりにされていた。そ

れに自分でははずかしくてできないことをや

らされたときもあった。（中略） 

自殺理由は今日も、４万盗られたからで

す。（中略）そして、そいつに「明日、『12万

円』もってこい」なんていわれました。そん

な大金はらえるわけ、ありません。（中略）そ

して今日は、２万円とられ、明日も４万円よ

うきゅうされました（25 日）。 

なぜ、もっと早く死ななかったかという

と、家族の人が優しく接してくれたからで

す。学校のことなど、すぐ、忘れることがで

きました。けれど、どんどんいじめがハード

になり、しかも、お金が全然ないのに、たく

さん出せといわれます。 

（以下略） 

 

遺書を読むと、大河内君は親思いの心優しい中

学生で、どうしてこの子がいじめの対象となった

のか理解に苦しむ。換言するなら、いじめられて

いる子にこれといった理由がなくとも、いじめっ

子たちのターゲットにされると、いじめっ子たち

は面白半分にいじめを繰り返すだけでなく、いじ

めの程度を強めていく。そして、ブレーキのきか

ないまま、悲劇的な結末を迎える状況が浮かんで

くる。ということは、深刻ないじめも、何かのき

っかけがあると、どの子にも起こりうることを示

唆している 

 

（３）大津市中 2いじめ自殺事件（2011） 

2011 年 10 月 11 日、大津の中学 2 年生が自宅

のマンションから飛び降り自殺をした。10 月 17

日に学校は全生徒にアンケート調査を実施し、そ

の結果をもとに、11 月上旬、学校は保護者会で自

殺といじめとの因果関係は分からないと説明し、

教育委員会も学校側の説明を了解した。しかし、

遺族の依頼で、２回目の調査を行ったが、そこで

も、「新しい情報はなかった」と報告している。そ

うした推移に納得のできない遺族は、2012 年 1 月

に同級生 3 名とその保護者、大津市を提訴する。 

遺族にとってせめてもの救いだったのは、2012

年 1 月の市長選挙で、ハーバード大卒業後、ニュ

ーヨークで司法活動をしていた地元高出身の越

直美が最年少の女性市長として当選したことだ

った。キャリアから想像できるように、越市長は

因習にとらわれがちな教育委員会とは別個に、市

としての第 3 者委員会を設置している。その後、

2012 年 7 月に共同通信が学校や教育委員会がア

ンケート結果を隠蔽していた事実を報道したの

をきっかけに、多くのマスメディアが大津のいじ

めの状況を報じるようになる。 

そうした動向を背景として、市の第三者委員会

は、翌 13 年 1 月、「いじめが自死の直接的要因」

とする調査報告書を提出した。また、12 年 12 月

末に、滋賀県警も学校などに捜査を行い、加害者

と見られる 2名の中学生を書類送検している。 

第三者委員会がＫ君の事例をいじめと判定し

た内容の一部を以下に紹介する。極めて深刻ない

じめ状況だが、こうした事態が新市長の強権が発

揮されなければ隠蔽されていたことを思うと、い

じめ問題への対応がそれ程容易でないことが分

かる。 

 

１ トイレで殴られたり、蹴られたりして、暴

行をされた 

２ 毎日のようにズボンを脱がされ、写真を

とられた 

３ 椅子に縛り付けられ何人かから殴られた 

４ 運動靴に小便をかけられ、靴がくさいと

いわれた 

５ 銀行口座の番号を言わされ、お金を使わ

れた 

６ へアカットと呼び出され、陰毛をライタ

ーで燃やされた 

７ 全裸にされ、射精を強要される 

８ コンビニで万引きするように強制された 

 

この３事例が示すように、いじめの被害者の訴

えが軽視され、その結果、その事例が深刻化し、

最悪の結果を招いたという印象を強く抱く。そう

した事態になっても、教育委員会や警察は学校に

責任を負わせて管轄外との姿勢をとりがちであ

る。そして、学校も事態の隠蔽を図ろうとする。

被害者の家族は子どもを失っただけでなく、その

真相も隠蔽されがちで、心の傷を深める。そうし

た状況の中で、被害者の家族が必死の努力を重ね、

その事例が司法の場の問題になることもあるが、

そうした事例は決して多くはない。なお、グルー

プの中に地元で名の通った家庭の子が含まれが

ちなことも、いじめが隠蔽される一因である。 
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２）いじめ問題の基礎理解 

 
（１）いじめの構造的な把握 

森田洋司（大阪市大名誉教授）は 1986 年に「い

じめの 4層構造」を提起している。多くのいじめ

は学級内で起きることが多いが、学級内の子ども

は、①「加害者」（いじめている子）、②「被害者」

（いじめられている子）、③「観衆」（いじめを見

ている子）、④「傍観者」（いじめと関係のない子）

の 4層に分かれるという。たしかに、それほど深

刻ないじめでない場合、学級の特定のグループ内

でいじめ的な行為が行なわれるため、かなりの子

はそのいじめと無関係な―場合によっては、いじ

めそのものを知らない―場合が少なくない。 

この４層構造を手がかりとして、いじめの問題

に多少の考察を加えてみたい。 

 

（ア） 

③の「観衆（見ている子）」の中に、❸加害者に

心理的に近い子と❹被害者と親しい子とがいる。

そして、「いじめられている子（②）」に対し、前

者は「面白そう」、後者は「可哀そう」と対照的な

感じを抱く。そう考えると、③を❸「面白そうに

見ている」と❹「可哀そうにと感じている子」と

に分け、これに、❺の「いじめと無関係な子」を

加える 5層の方がいじめを正確に理解できるよう

に思われる。 

 

（イ） 

いじめが①加害者と②被害者の間にとどまっ

ている時はそれ程深刻にならない場合が多い。し

かし加害者と❸親しい子が興味半分からいじめ

に加担するといじめの輪が広がる。そうなると、

❹被害者と親しい子も心ならずもいじめに加わ

る。さらに、❺「傍観していた子」もいじめるサ

イドに身を置く。その結果、被害者を除く全員が、

いじめる構図となる。 

 

（ウ） 

多くのいじめは特定の集団内で起きるが、いじ

めの被害者は、その集団の中では「アウトグルー

プ」（あるいは、集団内で蔑視される）的な存在だ

が、学級の子からすると、被害者もツッパリ・グ

ループのメンバー（イングループ）で、実際に、

被害者が学級の他の子をいじめる状況も生まれ

る。そうした事情からいじめを見聞きしていても、

いじめグループ内部の問題として、いじめを見て

見ぬ風土が生じやすい。 

 

 

（エ） 

このようにいじめを理解するには、①集団的な

視点を持って、集団の構造をきちんと捉えると同

時に、②いじめは時系列の中で様相を変化するの

で、その集団の時系列を追った分析が重要になる。 

 
（２）いじめは潜在化しやすい 

いじめの多くは教師の目につかない場所で行

われる。学級の休み時間などにいじめがあっても、

教師の目には映らない。といって、教師にいじめ

を告げるのは「チクる」行為で、自分がいじめら

れる危険がある。そうなると、クラスの多くがい

じめの存在を感じていても、教師だけが知らない

状況が生まれがちになる。 

したがって、いじめは担任の目の届きにくい側

面も持つ。しかも、事態が深刻になると指導不十

分との責任を問われるので、担任は校長などに報

告しにくい。そして、校長も管理職としての適性

を欠くとみなされがちなので、教育委員会への報

告を躊躇しがちだ。同じように教育委員会も穏便

な処理を図ろうとしがちで、結果として、いじめ

の状況が隠蔽されがちになる。 

いじめの極限状況が死を選ぶ行為であろう。そ

うした事例が起きると社会問題となるが、死を選

ぶ子の何倍の子が同じレベルの苦痛の下にいる。

したがって、死の事例がないからといって、学校

に深刻ないじめはないと思うのは避けたい。 

 

（３）いじめの時系列を追った理解 

「いじめ」という用語に内包されるものにかな

りの濃淡がある。表 1に示したように、友だちか

らニックネームで呼ばれる場合でも、そのニック

ネームにその子が多少の不快感を持つ程度なら、

「①ふざけ」に近いレベルの行為であろう。この

場合は、子どもにふざけはつきものであるから、

状況を見守る姿勢も必要であろう。かといって、

嫌がるあだ名を連呼するのは、ふざけを越えて

「②いじめ」となるから、はやす子を注意すると

同時に、学級会などであだ名について話し合いを

行うべきであろう。さらに、あだ名を嫌がる子を

みんなではやしたてるような行為が連日続けば、

いじめを超えた「③いじめ非行」になる。この場

合は、校長に対応を相談する、あるいは、副校長

に臨席してもらい、保護者と面談するなどの対応

が必要となる。このように「あだ名」ひとつをと

っても、「ふざけ」から「いじめ」、「いじめ非行」

の３段階までが考えられ、その対応も異なる。そ

れだけに、どこまでが第１段階の「ふざけ」で、

どこから第２段階の「いじめ」と見なすかという

基準を持つことが重要となる。（３）。 
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表１ いじめ理解の３段階 

分類 第１段階・ふざけ 第 2段階・いじめ 第 3段階・いじめ非行 

具体

例 

①ニックネームで呼ぶ 

②友だちをからかう 

①嫌がるあだ名を連呼 

②友を皆でひやかす 

①あだ名の連呼が連日続く 

②友から金銭をまきあげる 

段階 ノーマル 非行傾向（グレー） 犯罪〈ブラック〉 

対応 状況を静観 指導が必要な状況 即時、中止させる 

 

 

（４）いじめの状況を客観的に把握 

多くのいじめは第２段階に留まると思うが、実

際のいじめは、①いじめ行為の程度や②いじめる

子の人数、③いじめの期間、④いじめられている

子の心の敏感さなどにより、それぞれ多様な形態

をとる。したがって、当該のいじめがどの段階な

のか、客観的にいじめを捉える尺度が必要となる。 

 

「いじめの尺度＝①いじめ行為の程度×②加害

者の人数×③期間×④被害者の敏感さ」 

 

上記の➀～④について、表２のように４段階で

評価してみよう。 

いじめの粗点の表 2の通りで、最小は「1×1×

1×1＝1」、最大は「4×4×4×4＝256」となる。そ

して、一つの目安として、粗点が「1×1×1×１＝

１」のいじめの全くない状態は別として、「２以上

15」以下を「第 1 段階のふざけ」とみなしたい。

そして、「2×2×2×2＝16」となるので、「16以上

80」までを「第 2段階のいじめ」と見る。さらに、

「3×3×3×3＝81」となるので、「81以上」が「第

3段階のいじめ非行」と考えられる。 

 

「靴に画鋲を入れる」いじめを例にとれば、①

行為が悪質なので（4）、②一人が（1）、③1回（1）、

本人が「気にしない子(1)なら、粗点が 4の「第 1

段階のふざけ」にとどまるが、④本人がナーバス

な子（4）だと、粗点が 16で「第 2段階のいじめ」

になる。さらに、③何回か（3）、②ほかの子(2)が

加わると、粗点が 96の「第 3段階のいじめ非行」

のレベルとなる。したがって、同じようにふざけ

的に見える行為でも、楽観していると、いじめ非

行にも連なる。そこらがいじめ理解の難しさを示

している。 

 

（５）いじめ防止対策推進法との関連 

いじめが慢性化し、悪質化する状況を受けて、

文科省は「いじめ防止対策推進法（2014 年 6 月）

を策定した。具体的には、教育委員会などに「い

じめ問題対策連絡協議会」を設置するほか、学校

でも、「いじめを早期に発見するため」、「児童等に

対す定期的な調査その他の必要な処置を講じる」

（第 22 条）ことなどを定めた。 

同推進法の制定以降、いじめ対策のネットワー

クが全国的に張り巡らされた感じがする。しかし、

いくら対策を講じても、教育委員会や学校が隠蔽

体質をとり続けるなら、いじめは陰性化するだけ

で、減少するとは考えれられない。また、いじめ

が起きると、全校生徒対象のアンケートを実施す

ることが多いが、形式的な事後処置という印象を

受ける。そうした事例では、いじめに関連した生

徒から克明な聞き取りを行い、時系列を追いなが

ら、それぞれの子がとった行動を復元してみる。

そうした検証を経て、その結果をきとんと公表し、

いじめの再発を防ぐことが大事であろう。 

 

 

表２  いじめの程度を捉える粗点 

 １ ２（第 1段階） ３（第２段階）  4（第 3段階） 

➀いじめの程度

（ふざけ度） 

ふざける（日常的

な冷やかし） 

ふざけを重ねる

（やや悪質） 

ふざけ度がひど

い（かなり悪質） 

ふざけ度がとて

もひどい（とても

悪質） 

②加害者の人数 主に 1人 2.3 人 数人 10 人以上 

③期間 数日 1 週間位 半月位 1ヵ月以上 

④被害者の敏感さ かなり楽観的 まあ楽観的 ややナーバス とてもナーバス 

粗点 １ ２～15 16～80 81～256 
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３）日本のいじめ・アメリカのいじめ 
 

2017 年のアカデミー賞をとった「ムーンライ

ト」はマイアミの貧民街に住むシャロンを主人公

とした映画だった。シャロンの父は不明、母はド

ラックの常習者という環境の上に、本人は気弱な

男の子だった。強いことが大事にされる黒人の男

子文化の中の弱い子の上に、同性愛的な傾向を持

つ男の子なので、シャロンは友だちからリトルと

呼ばれ、激しいいじめの対象となり、放課後は地

域を逃げ回る状態だった。そうしたリトルに温か

い気持ちで接してくれたのが売人の元締め・フア

ンで、彼は元締めに父にも似た理想像を抱く。そ

して、シャロンはフアンと同じ生き方を送るよう

になる。 

リトルの受けた Bullying を日本語にすれば「い

じめ」になる。しかし、Bullying と「いじめ」と

では意味するものにかなりの違いがある。 

 

（１）いじめの起きる場所＝学校の周辺と学級内 

日本のいじめの多くは学級内か部活など、学校

の管轄下で起きる。しかし、アメリカの学校では

学習の選択制が徹底し、学習する内容が個々人で

異なる。そのため、固定した学級の中で、学友と

ともに長い時間を過ごすことは少ない。そうした

関係で、アメリカのいじめは学級内でなく、学校

の出入口付近、カフェテリアや通学バスなど、学

校の周辺で起きることが多い。そのため、担任が

いじめの責任が問われることはないし、学校も適

正な対応をしていれば、それ以上の追及を受ける

ことは少ない。 

 

（２）いじめの質＝「暴力を伴う（陽性）」と「暴

力的でないいじめも（陰性）」 

アメリカでは、体力に優れた子が弱い子に暴力

を振うペッキングオーダー（Pecking Order）的

な事例の占める割合が多い。したがって、多くの

いじめは強い子による弱い子への暴力行為なの

で、「いじめ＝暴力行為」と捉えるのがアメリカ人

の一般的な理解である。 

そうした意味では、アメリカのいじめは陽性で

理解しやすい。それに対し、日本のいじめでも、

暴力を伴うことも多いが、特に女子の場合、「シカ

トする」などの非暴力だが、特定の子を集団から

排除しようとする行為が目につく。 

 

（３）集団との関係＝社会的な弱者（上下関係）

と和を乱す者（集団から排除） 

アメリカでは、多様な文化を内包しているので、

才能のある子は尊敬され、その子も自分に自信を

持ち、自己を主張する。その反面、身体的な弱者

や性格的にひ弱などの弱者や少数民族の子がい

じめの対象となりやすい。 

それに対し、日本のいじめでは、弱者だけなく、

勉強が抜群に良くできるや容姿がとてもよいな

ど、集団の中で目につく子と口をきかないように

して仲間外しする。あるいは、スマホのネットか

らその子を外すなどの行為が見られる。暴力を伴

わない行為だが、これという理由がないだけに、

排除された子の心は傷つく。 

 

（４）いじめへの対応＝司法の問題と学校の責任 

日本では、深刻ないじめが発生すると学校、そ

して、教育委員会の監督不行き届きが問われる。

しかし、アメリカでは、いじめは司法の問題と考

えられている。特に、2000 年代に入って、各州で

反いじめ法（Anti-bullying Law）が制定されてい

る。いじめ行為に対して、①適切な対応をしてい

れば学校や教員は免責される、②いじめの加害者

は法的な処罰を受ける、③事件後の対応は警察や

弁護士などに委ねるのが一般的で ある。 

 

(５）いじめへの罰則＝法的な処罰と教育的な配

慮 

日本のいじめには明文化された処罰規定がな

い。そして、事例が生じてから教育的な配慮を行

いつつ、対応を考えるのが一般的だ。しかし、ア

メリカでは、いじめなどが起きやすい通学バスや

カフェテリアなどの利用について処罰規定が明

文化されている。そして、実際に、規定を犯した

場合、規定通りの罰を課せられるのが一般的だ。

いじめについても、一定の条件を提示し、いじめ

の加害者を退学とする規定を設けている学校が

少なくない。 
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表３  いじめ状況の日米比較 

 アメリカ 日本 

①いじめの場所 学校の周辺 学級の中 

②いじめの質 暴力を伴う（陽性） 暴力的でないいじめも（陰性） 

③集団との関係 社会的な弱者（上下関係） 和を乱す者（集団から排除） 

④いじめへの対応 司法の問題 学校の責任 

⑤いじめへの処罰 法的な処罰 教育的な配慮 

 

(６）いじめ状況の日米比較 

(１)から（５）までをまとめて、日米のいじめ

状況の比較を行うと、表３のようにまとめること

が可能であろう。日本の場合は、学級単位の学習

が大半なので、いじめが起きると、いじめられる

子は逃げ場を見出しにくい。いじめの背景に、集

団を単位にする日本の教育のひずみを感じる。そ

れだけに、欧米の学校のように、学習の個別化を

進め、学級のしばりを弱めれば、学級を単位とし

たいじめの様相はかなり異なってこよう。 

しかし、欧米の学校のような学習の個別化を期

待するのが困難なら、クラスの子はみんな兄弟だ。

個々の子の問題もみんなで共有しようという指

導が大事になる。かつて「学級王国」という教育

遺産があった。学級の中では家族と同様にみんな

で悲しみや楽しみを共有しようという実践であ

る。そうした学級作りを目指すのもいじめ問題を

解決する一つの方向性だと思う。 

なお、アメリカでも，近年、ネットいじめ（サ

イバー・ブリング Cyberbullying）が増加してい

る。ふざけで送った画像が一瞬で全米に流れ、被

害が飛躍的に拡大する事態が生じ、抜本的な対応

が急がれている。そうしたネット社会と子どもの

成長との問題はどの世界にも共通する大きな課

題なのであろう。 

 

付記 

本稿は、東学大で開催された「子ども支援学会

発足記念ワークショップ・いじめ問題を考える」

（2018.3.3）の際に提出した資料に補筆を加えた

ものである。 
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海社、1995 

(3)深谷和子「いじめ世界の子どもたち」金子書房、

1996 
(4)森田洋司・清永賢二「『いじめ』教室の病」金

子書房、1994 
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レジリエンス考 

 

 

深谷 和子 

（東京学芸大学 名誉教授） 

 

〈はじめに〉 

われわれは日々大小の「つまずき」の中で暮ら

している。つまずきのもたらす影響は様々で、些

細なつまずきで不適応を起す人もいれば、危機的

状況に出会いながら立ち直る人もいる。人生の境

目の大きな出来事（誕生、就学、就職、結婚、出

産、育児、リタイア、死など）はライフイベント

と呼ばれるが、とくに事故や災害、病気、家庭内

暴力、虐待など、特異な脅威に対しては、ネガテ

ィブライフイベントの語が使われる。ネガティブ

ライフイベントは人にとって大きな負荷であり、

心理・社会的に不適応を起す人も多いが、それら

の状況から這い上がる人もいる。  

レジリエンスとは、もともと欧米で「病気や変

化または不運から素早く回復する能力、または浮

力（American Heritage College Dictionary,1993）」

の意味をもつ語であった。日本語には、（ややニュ

アンスは異なるが）「折れない心」や「打たれ強い

人」等の日常表現もある。 

 

１）レジリエンスの概念をめぐって 

 

ルター（Rutter, Ｍ.）は、こうした危機的状況

に対応する人のホメオスタシス機能に着目して、

レジリエンス (resilience）の概念を提唱した

（1985)。とりわけこの語はアメリカでブームに

なったが、それは「この概念のおかげで、（外傷的）

経験は、もはや危惧すべきものではなくなる。そ

の経験は、成長する機会となるのだ」（セルジュ・

ティスロン、阿部又三郎訳「レジリエンス―心の

回復とは何か」2016 文庫クセジュ）外向きなア

メリカ人が好きそうな語である。 

とりわけ 1900 年代以降、戦争をはじめ大きな

自然災害が世界的に起こり、レジリエンスの語は、

心理学、医学、生態学、金融、政治学など、広い

分野で使用されるようになった。なかでも心理学

者たちがこの概念に関心を寄せ、仁平義明（2014）

によれば、心理学の国際学術文献データベース

（PsycINFO）のレジリエンス、レジリエンシー

を扱った文献は、1990 年迄は 320 件だったが、

2000 年には累計 2 千件を超え、2014 年 5 月には

1 万 5 千件に迫ったという。「レジリエンスは近

年、心理学の歴史でも例がない研究の集中と広が

り」を見せ、また「学際的な研究が行われたテー

マである」としている。 

また前掲セルジュ・ティスロン（ Seruge 

Tissron）は、「今日レジリエンスという言葉は、

ますますあらゆる領域で使用されている」が、概

念が曖昧で、「素質、過程、力」の 3 つの意味合い

を持つ語として使用されていると述べている。 

なお、日本で早期にレジリエンスの語を使用し

た単著は、小花和 Ｗright 尚子「幼児期のレジリ

エンス」（2004）であろう。中で小花和は、レジリ

エンスを「変化の激しい先行き不透明な時代を

『耐える』のではなく、乗り越えていく力である」

としており、諸研究から、子どものレジリエンス

の発達を構成する要因を 3つに分類してその諸特

性を記述している（P.11）。 

I AM  Factor （個人要因：自分は○○な人間

である） *自己概念 

I CAN Factor  (獲得される要因：自分は○○

ができる）*能力要因 

I HAVE Factor（環境要因：自分をサポートし

てくれる人、モノ等がある） 

レジリエンスの意味は、ストレス防御機能の単

なる個人差ではなく「挑戦的、脅威的な状況にも

かかわらず、得られる望ましい結果、またはその

過程、そのためのキャパシティ」「トラウマを乗り

越え、不都合な環境の中で自らを構築し続けてい

く能力」「逆境に直面し、それを克服し、その経験

によって強化される、または変容される人のジェ

ネラルなキャパシティ」とされ、単にストレッサ

ー（ストレスを与えるもの）を撥ねつける防御因

子や「ストレス耐性」（強さ、ハーディネス）を超

えた概念で、いわば人の出会った災害への心の回

復(過程)やその後の「成長」（立ち直りの結果）を

も含む概念である。 

仁平義明（2014）は、レジリエンスを「与えら

れた運命を超える、人の希望を意味している」と

述べている。また松嶋秀明（2014）は、「レジリエ

ンスは、科学的研究の対象であると同時に、社会

の希望、思想だと言えるかもしれない」としてい

る。そして心理学的な諸研究も、「強者」の研究（ハ

ーディネス研究）から、その後「トラウマ後の成
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長」（Post-traumatic Growth）に発展していく。 

  

〈カウワイ研究〉 

レジリエンス研究の中でも、子どもの成長とか

かわる分野の者たちに大きなインパクトを与え

たのは、エミー・E・ワーナー（Werner，Ｅ．Ｅ. 

発達心理学者、カリフォルニア大学）、ルース・S・

スミス（Smith，Ｒ．Ｓ．カウワイ島在住の臨床

心理士）等によって、1955 年頃から開始された極

貧の島ハワイ・カウワイ島での長期間の追跡研究

であった（仁平義明 2014）。  

この研究は、1955 年生まれの 698 人の子ども

を対象に、32 年間にわたる（1、2、10、18、32、

40 歳時点での）追跡研究で、32 年後にも 489 人

の結果が得られた。この中で 210 人は、母親の妊

娠中の合併症、家庭の貧困、両親不和、離婚、両

親の精神障害、（母）親の教育程度が低いなどの環

境下にあったハイリスク児であった。こうしたリ

スクは、一般的には子どもの健全な成長に悪い影

響をもたらし、非行、精神障害の発症等が発生す

ると考えられていた。 

しかしカウワイ研究の結果は、極貧や両親の離

婚その他の劣悪な条件下に生まれた子どもでも、

ある割合で精神的に健康な若者が育ったケース

があった。これらハイリスク児の 2/3 は、学習上

の問題や非行を起しており、18 歳時点では精神

障害を発症した者もいたが、しかし 1/3 は、健康

な発達をとげていたという。 

しかし別の研究報告として、ハウザーら（2011）

が、ティーンエイジャーで重い症状を持ち、精神

科の閉鎖病棟に入院した子どもたち 67 人対象に

追跡調査をした結果では、10 数年経っても、自分

を成功者と感じ精神的に物事に楽観的な（レジリ

エントな）子どもは僅か 13％であったという。 

仁平は指摘する。「多くのレジリエンス研究は

じゅうぶんな心の健康の回復を達成できるのは、

むしろ少数派であることを示してきた。それだけ

に、虐待や貧困、民族紛争など子どもの精神的健

康を損なうものは、初めから防止し、あるいはご

く初期から支援しなければならないのである」 

 

２）レジリエンスの構成要素 

 

これまで心理学者によって行われたレジリエ

ンス研究の試みから、いくつかの構成要素（因子）

が検出された。しかしレジリエンスの構成因子で

はなく、精神的回復力等の語を使う研究もある。 

例えば小塩真司、中谷素之、金子一之、長峰伸

治（2002）は、日常的な「ネガティブな出来事か

らの立ち直りを導く心理的特性―精神的回復力

尺度の作製」の中で、「新奇性追求」「感情調整」

「肯定的な未来志向」の３因子を抽出している。 

また他に、幼児、小学生、中学生、大学生につい

ての研究もある。諸研究をまとめた小塩（2016）

は、レジリエンス尺度には「自己肯定・自信」や

「対人・問題解決」に関連する因子が比較的多い

ことを指摘している。 

なお、小塩らによる「精神的回復力」を構成す

る３因子と項目は、以下の通りである。 

〈精神的回復力尺度〉 (小塩ら 2002)*5 段階尺度、逆転項目 7 個に（－） （カウンセリング研究 35、57-65、2002） 

 因子名 

1. 色々なことにチャレンジするのが好きだ  新奇性追求  

2. 自分の感情をコントロールできる方だ  感情調整  

3. 自分の未来にはきっといいことがあると思う  未来志向  

4. 新しいことや珍しいことが好きだ  新奇性追求  

5. 動揺しても自分を落ち着かせることができる  感情調整  

6. 将来の見通しは明るいと思う  未来志向  

7. ものごとに対する興味や関心が強い方だ  新奇性追求  

8. いつも冷静でいられるようこころがけている  感情調整  

9. 自分の将来に希望をもっている  未来志向  

10.私は色々なことを知りたいと思う  新奇性追求  

11.ねばり強い人間だと思う  感情調整  

12.自分には将来の目標がある  未来志向  

13.困難があってもそれは人生にとって価値のあるものだと思う  新奇性追求  

14 気分転換がうまくできない方だ （-） 感情調整  

15.自分の目標のために努力している  未来志向  

16.慣れないことをするのは好きではない（-）  新奇性追求  

17.つらい出来事があると耐えられない（-）  感情調整  

18.新しいことをやり始めるのは面倒だ（-）  新奇性追求  

19.その日の気分によって行動が左右され易い（-）  感情調整  

20.あきっぽい方だと思う（-）  感情調整  

21.怒りを感じるとおさえられなくなる （-） 感情調整  
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また筆者のレジリエンスについての講義後に、

保育現場からの参加者の感想には、「レジリエン

スのベースにある資質が、園児においてもかいま

見られる」とあった。「園児を見ていても、問題が

発生した時、全く気にせず動じない子どももいれ

ば、過度に気にして悩んだりする子どももいて、

ストレスに関する反応はさまざまです。教諭たち

や保護者も、ストレスに対してびくともしない者

もいれば、ちょっとしたことに不安定になる者も

いて、子どもと同様です。  

そうした子どもの日常を見ていると、『心の強

さ、回復力、立ち直り力』は、それぞれの子ど

もが、親からどれだけ愛情を受けて（また愛情

を受けていることを自覚して）育ってきたか、

それによって『自尊感情が育っているか』では

ないかと思います。いわゆるアタッチメントの

形成がきちんとできている子は、安心感という

か、自信を持っているようで、何事に対しても

強いです。そして母親が不安定な子どもは、ス

トレスに対抗する力が弱い感じがします。保育

の目標として、子どもの中にレジリエンスを育

てることの大切さを思います」（〇〇幼稚園園

長） 

子どもの場合のレジリエンスとは、とりあえ

ずは、（日常的な小さい）ストレスに対する強さ

（ストレス耐性）を意味する概念で、大人や社

会から庇護を受けている日々の中で、種々のつ

まずき体験からの回復が積み重なって、「将来深

刻でネガティブなライフイベントに出会った時

にも、自分はきっと乗り越えられるだろう」

と、レジリエンスのベースとも言える「自己信

頼」が生まれていくのではなかろうか。  

 

〈レジリエントな子どもの特性〉  

いくつもの研究が示唆するように、ネガティブ

な状況を体験した子どもの全ての上に、後日の精

神的な立ち直りが約束されるわけではない。しか

し、これまでの研究から、後日健康な発達を遂げ

た子どもには、いくつかの特性が見いだされてい

る。（仁平義明 2016）  

 

①個人的要因 

活動水準が高いこと、知能が平均以上だったこ

と、社交性があること、コミュニケーションスキ

ルが高いこと、ものごとの成否を自分に求める

「内的な原因帰属傾向」があること。（1、2 歳の

頃から、「活発、可愛いい、友好的、応答的、社交

的」で、偏食等の癖もなく、10 歳の頃にはクラス

メートと仲良くやり、読解力があった。ずば抜け

た才能はなくても、人とうまくやるためのスキル

を持っており、趣味や活動にも、性別にとらわれ

ることなく興味をもって活動していた） 

 

②家族との結びつき  

家庭内に少なくとも 1 人は情緒的に安定して

いて、子どもの様子に敏感に対応してくれ、信頼

関係を結べる存在があった。「代理両親」（祖父母、

年長のきょうだい、親戚など）である。（レジリア

ントな子どもは、こうした人々から養育を引き出

すことにもたけていた） 

 

③家族外のサポートシステム 

また地域の中にも、自分が困った時に相談でき

る人がいた。親戚、近隣の人たち、年長の者との

ネットワーク（好きな先生、恋人、青年団の仲間、

教会の仲間など、いわば「メンター」の存在）が

あった。 

レジリエンスの個人差を解明し、その形成を図

ろうと尺度化の試みも多いが、しかし人の出会う

「逆境（特異な出来事）」には、様々な種類があり、

どれが決定的にその人を打ちのめすか、それらか

ら回復できるかはそれぞれであり、また、もって

いる力の発揮も「やってみなければ分からない」

（小塩、2014）とも言える。さらにその立ち直り

に当たって、その人が活用できる「資源」（有形・

無形）の有無にも差があると思われる。 

かつて筆者は、大学生対象にレジリエンスを測

定しようとしたことがある。しかし途中で気がつ

いたのは、彼らはまだ（親や学校等によって保護

されている）子ども期の中にあり、大きな逆境を

体験したことがない者たちがほとんどであった。

失恋と言われても、恋すら体験していない者にそ

の折のダメージを尋ねても、それは仮定の状況に

過ぎないと気付いて断念した。 

レジエンスは、いわば人が逆境から（立ち直っ

た）結果についての〈説明概念〉とも言え、教育

の目標ではあっても、測定尺度で測定できるもの

は、予測値（または逆境を乗り越えて「自分が立

ち直る可能性」（I AM、I CAN、また I HAVE 

Factor のそれぞれから成る）を測定するに過ぎな

いとも言える。むろん、日々の小さなつまずきか

らからの回復について、その有無を問うのも意味

がないとは言えないであろう。 

「リジリエンスは性格特性ではない（中略）。人

は人生の中で、ある時はリジリエントな適応や行

動を示す可能性があり、実際そうすることもあり、

そうならないこともある。そのうえ、リジリエン

スの発達をもたらす経験は、問題となる逆境から

時間が経ってから起こることがあり、その影響が

続いた後に起こることも少なくない」（スチュア

ート，T.ハウザーら 2011） 
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親や学校の庇護下にある子どもや若者の場合、

レジリエンスは測定するものではなく、いわば人

間形成にあたっての「目標」の一つではなかろう

か。  

 

３）里親の中にある養育中の里子像 

 

レジリエンス（危機から回復する力）が、教育

の目標の一つと考えると、それが子どもの中にど

の程度育っているか、親の中での現在のわが子の

姿を探る試み、いわば、子育てがうまくいってい

るかそうでないかを探ってみることも、意味があ

ると思われる。 

とりわけ里親とは、実親の庇護を受けられずに

里親の家庭に預けられた子どもを育てている

人々である。里子の多くは、（虐待や親との離別な

ど）十分な養育環境にいなかった子どもたちであ

る。里親は、養子縁組をしない限り、里子を 18 歳

（20 歳）まで養育し、やがては手離す（自立させ

る）役割を担う人々である。養育中の里子が、現

在、「ウエルビーイングな状態」にあるのか、自分

の手元で、いい成長を遂げつつあるのか、また、

やがて来る巣立ちの日以後も社会の荒波に耐え

て、いい人生を過ごしていく力を備えていると見

ているかを探ろうとした。いわば里親の中にある

里子の「ウエルビーイング」（木村 2005）と「生

き抜く力（レジリエンス）」を見るために作成した

項目で、設問は表 1（1～13）に掲げた。なお、木

村直子は子どものウエルビーイング尺度の作成

にあたって、4 領域の下位尺度（身体面、心理面、

社会的場面での WB と自分の未来を創造する力）

を用いている。 

〈ちょっと変わった質問をします〉 

あなた（里親さん）は、Ａちゃん（里子）

が、ふだん、どんな気持ちで過ごしていると

お考えですか。Ａちゃんになったつもりでお

答えください 

（平成２９年３月「発達障害児を抱える里親の養育

困難に関する実証的研究」平成２６年度～2８年度 

文部科学省科学研究費助成事業 基盤研究Ｃ 研究

代表者中山哲志 より） 

 

結果は表 1 に示した。 

 

表 1 里親の中にある里子像 （％） 

*左から 1.2.3.4.5 点、逆転項目 3 個に（－） 

 
とても 

そう 

わりと 

そう 

少し 

そう 

あまりそう

でない 

全く 

違う 

1.私（Aちゃん）は明るく元気な子です  36.0  42.9  12.1  7.6  1.4  

2.落ち込んでも私はすぐ元気になります 24.1  46.4  18.3  9.9  1.4  

3.私は困っている人の役に立つ子です  21.6  39.1  24.8  12.2  2.3  

4.私は自分が、頑張る子だと思います  16.9  37.3  26.2  17.0  2.5  

5.自分が正しいと思ったら、反対されても私はやり通そう

とします  

14.7  35.2  25.6  21.0  3.5  

6.私は大抵のつらいことはガマンすることができます  8.3  29.8  26.2  27.1   6.6  

7.私は失敗してもなかなかあきらめない子です  7.1  25.3  24.5  35.5  7.7  

8.家族（親）は、私のことを気にかけてくれます 39.2  48.7  9.9  2.1  0.0  

9.担任の先生は、私のことを気にかけてくれます 26.0  43.4  20.5  9.1  1.0  

10.友だちができることでも私にはなかなかできません

（－） 

 4.1 11.2 18.3 34.9 31.0 

11.いつか、悪いことが起きるのではないかと、私は時々

びくびく（心配）します（－） 

 5.6  9.8 22.3 37.2 25.7 

12.私は、あまり体が丈夫ではありません（－）   1.3  6.8 11.3 30.4 50.2 

13.私は、担任の先生が好きです 25.6  38.9  19.7  13.1   2.7  
（14.将来の自分のことを考えると不安になります、15.将来就きたい仕事があります 16.自分の気持ちを話せる親

しい友達が何人かいます の 3項目は低年齢の里子の場合を考えて、除外して集計） 

注）13項目は、自己概念、能力要因、環境要因の 3要素から構成されている。 
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〈里親の中にある里子の姿〉 

表 1 の結果からレジリエンス得点で全体を 3群

に分け、それと里子の年齢段階との関連を見た

（表 2）。 

 

レジリエンス 高群（13～32 点）25.1％ 

中間群（33～44 点）53.2％  

低群 （45～65 点）21.7％  

 

表 2 が示すように、全体としては、高群 1/4，

中間群 1/2、低群 1/4 であったが、高群の数字を

見ると、乳児（56.7％）から、幼児 42.5％、低学

年 32.1％、高学年 24.6％、中学生 17.8％、15 歳

以上 5.8％と、順次低下している。里子の成長に

伴って、里親は里子の現状にも将来像にもポジテ

ィブな見方が出来なくなっている。何歳で里子を

迎え入れたかにもよるが、大まかに言えば、里子

が成長するにつれて、そのレジリエンスを信頼で

きなくなっていく。里親の歴史は、残念ながら、

里子への失望の歴史とも言えそうである。 

 

表 2 里子の年齢段階とレジリエンス得点 

高群 中間群 低群 段階 

56.7 39.4 3.9 乳児  

42.5 47.4 10.1 幼児  

32.1 52.6 15.4 小学校 

低学年  

24.6 53.3 22.1 小学校 

高学年 

17.8 47.2 33.7 中学生  

5.8 47.2 36.1 15歳以上 

25.1 53.3 21.6 （全体）  

 

４）レジリエンスをめぐる研究者の意見 

 

“回復力の喪失、自分を取り戻すバネがどうして

利かなくなるのかについては、私見ですが、2 つ

の要因があるかに思います。 

（1）一つはバネに「耐性限界」を超えた力が加え

られて、いわばゴムが伸び切ったような状態にあ

る。個人の次元なら、虐待を受けた子、家族の次

元なら、長期間）失や療養、地域の次元なら、主

要地域産業の解体（夕張市のような）がこれに当

たります。 

（2）もう一つはバネの弾力性（復元力）が育たな

い社会的環境の問題です。人間の体力とか健康は、

風邪など、様々な疾病にかかりながら、それに向

き合い、安易な薬に頼らずに自分の身体でじっく

り治すプロセスを経てこそ、弾力性のある「強さ」

が培われるのでしょう。それなのに、37 度の熱で

も出れば、すぐに抗生物質を使って、明日にでも

治そうとするから、ウイルスに対する基礎的な耐

性とか、心身の自己復元力が全く育ってこないの

です。その上、大人から子どもまで、何とか踏ん

張って自己や家族を復元しようとする努力のさ

なかに、厳しい課題が突き付けられていたり、周

囲の環境が既に大きく変わっていて、結局不適応

状態に追いやられてしまう。 

つまり、レジリエンスが無意味化される日常に、

庶民の暮らしと労働の現実があるのではないか

と思っています。だから、人の輪に入ること自体

が、「恐怖の対象」迄拡大しています。これは、究

極的な疎外状況だと言えましょうか。  

なお、「自閉症スペクトラム」の人の行動障害に

対応するために「スヌーズレン（オランダ語でく

んくん嗅ぐ）の取り組みがあります。国立の秩父

学園には、わが国最大のスヌーズレン棟とスヌー

ズレンガーデンが作られていて、学生と見学に行

きました。もともと敷地が森で広大に作られてい

る上に、人間の原始的な感覚に対して、心地よい

環境が作られていると、自閉症の人だけでなく、

学生も、園の職員もみな心が安らいだり、落ち着

いた気分になります。こうした環境が日本の自然、

社会、文化の全てに失われているために、レジリ

エンスが問われてしまうようにも思います。” 

（宗沢忠雄：社会福祉学 元埼玉大学）  

 

子どもにレジリエンス（回復力）を育てるため

には、失敗の体験を重ねることが必要だが、最近

は失敗体験を恐れチャレンジしない子が増えて

いる。「へこたれない力」を育てるには、失敗体験

とその都度の子どもへの励まし（言葉かけ）が必

要だと明石要一は指摘する（2017）。 

「失敗すればつまずく。そのとき大人たちは、

『努力は裏切らない』『捲土重来』『人間万事塞翁

が馬』『臥薪嘗胆』『明けない夜はない』のような

人生の知恵をかみ砕いて伝え、子どものやる気を

引き出してほしい。「体験」と「ほめる」というキ

ーワードが子どもを成長させる」 

 

５）子どもの中の資産としてのレジリエンス 

 

小さいつまずきは人の日常で起こるが、長い人

生では誰もが何回か大きなつまずきを経験する。

困難な状況にあっても、（環境からの支援を取り

入れて）回復する力を内在していれば、それは生

涯にわたって人を守りつづけ、（大まかに言えば、

決して失うことのない）「資産」とも表現できる。 
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レジリエントな子どもは、学校や社会で体験す

るイジメや大きな失敗などに対してくじけるこ

ともなく、うまくやり過ごすことができるとして、

小玉正博（2016）は、レジリエントな子に育てる

ために親と教師等が心がけるべき事項について、

次の項目を挙げて解説している。 

 

①きずなをつくること 

②自分の感情を理解し表すこと 

③変化を受け入れること 

④問題解決のスキルを身につけること 

⑤楽観的であること 

⑥強みを発見すること 

⑦日常習慣を作ること 

⑧ネガティブなセルフトークを修正すること 

 

そして最後に「レジリエントな子どもの姿は一

様ではない。おとなしい子は、おとなしさを核に

したレジリエンスを身につけるだろうし、活発な

子はその活発さを前面に出したレジリエンスを

身につけるものである。レジリエントな子どもを

育てることは、決して『スーパーキッズ』を求め

ることではない。何よりもその子ども本来の『ら

しさ』を育てることの大切さを、改めて指摘して

おきたい」と結んでいる。 

 

注）本稿は 2018 年 10 月 13 日に行われた本学会ワ

ークショップ「レジリエンスを考える」の配布資

料に加筆作成したものである。 

 

【引用・参考文献】 
〈著書・報告書〉 

(1)小花和 Wright 尚子 2004「幼児期のレジリ

エンス」ナカニシヤ出版 

(2)スチュアート T.ハウザー,ジョセフ P.アレン,

イヴ ゴールデン（仁平悦子・仁平義明訳）

2011「ナラティブから読み解くリジリエンス

―危機的状況から回復した『67 分の 9』の少

年少女の物語」北大路書房（原著は 2006 年） 

(3)セルジュ ティスロン、（阿部又三郎訳）2016

「レジリエンス－こころの回復とはなにか」

文庫クセジュ（原著初版は 2007） 

(4)深谷和子「レジリエンスの視点で里子をとら

える」（平成 29 年 3 月）［発達障害児を抱え

る里親の養育困難に関する実証的研究（研

究代表者中山哲志）」平成 26～28 年度文部

科研研究報告書 P.25～32 

 

〈論文・論考〉 

(5)小塩真司、中谷素之、金子一史、長峰伸治 2002 

ネガティブな出来事からの立ち直り力を導く

心理的特性―精神的回復尺度の作成 カウン

セリング研究、2002、35 

(6)木村直子 2005 子どものウエルビーイング

とは 現代のエスプリ 453 

(7)仁平義明 2014 レジリエンス研究の現在 

児童心理 2014.8 

(8)松嶋秀明 2014 リジリアンスを培うもの―

ハワイ・カウワイ島での 698 人の子どもの追

跡研究から 児童心理 2014.8 

(9)小塩真司 2014 ICAN とレジリエンス 児

童心理 2014.8 

(10)小塩真司 2016 レジリエンスの構成要素 

児童心理 2016.1 

(11)小玉正博 2016 レジリエントな子に育て

るために親と教師に求められること 児童心

理 2016.1 

(12)仁平義明 2016 レジリエンス研究の展開 

児童心理 2016.1 

(13)明石要一 2017 小さな失敗が許される世

界を失った子どもたち―へこたれない力を育

てる 児童心理 2017.11 

(14)吉野真弓 2018 「レジエンスの視点から」 

中山哲志・深谷昌志・深谷和子編著「子どもの

成長とアロマザリング」所収 ナカニシヤ出

版  
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多国籍化する学校 
－ 外国にルーツをもつ子どもたちの支援を考える － 

 
土田 雄一 

（千葉大学教育学部附属教員養成開発センター 教授） 

 

１）はじめに（学校の国際化の現状） 

 

国際化の波は確実に私たちの足元まで押し寄

せている。平成28年度に外国人訪日観光客が二千

万人を超えると30年度も過去最高を更新し、東京

オリンピックの開催に向けて外国人観光客はさ

らに増加しそうである。さらに、改正出入国管理

法（入管法）が平成30年12月に成立し、31年4月

から外国人労働者に対して新たな在留資格を付

与することとなった。介護、建設など14業種を対

象として５年間で約34万5000人を受け入れると

いう。すでに、外国人家政婦による家事代行サー

ビスを大阪・神奈川に続いて、東京都が特区とし

て、29年度から一部導入されているなど、労働力

も外国人に頼る時代へと移行していることがわ

かる。日本人の若年労働者人口が減少するなか、

このような外国人労働者の受入が定着すれば、日

本に住む外国人がさらに増加することは明らか

である。外国にルーツをもつ子どもたち（両親あ

るいはどちらかが外国籍の子ども）が増加傾向に

あることからも「国内の国際化」が着実に進展し

ていることがわかる（図1）。 

また、国際結婚を含め、今後、ますます、国内

の国際化が進むであろうし、外国にルーツをもつ

人たちと国内で一緒に仕事をする、隣人として暮

らすことが「あたりまえの時代」となるだろう。

（すでにそうなっている地域もある。）文部科学

省の「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等

関する調査（平成28 年度）」によると、「日本語

指導が必要な外国人児童生徒数」は約３万４千人

であり、10年前より１万２千人程、増加している

（図２）。 

また、「日本語指導が必要な日本国籍の児童生

徒数」は約１万人で10年前の約2.5倍である。公立

学校に在籍している外国籍の児童生徒数は約８

万人であり、10年前から約１万人増加している

（図1）。 

 

 
図1： 公立学校の在籍する外国籍の児童生徒数 

「学校基本調査」より （文部科学省） 
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このように外国にルーツをもつ児童生徒は確

実に増加しており、さらにどこの県・地域でも外

国からの編入が起こりうる状況なのである。横浜

市立飯田北いちょう小学校で以前67％が外国に

ルーツをもつ児童が占めた年度があるように、愛

知県などの一部の地域でも外国にルーツをもつ

児童生徒が半数を超えて在籍する学校がある。東

京都でも新宿区に多国籍の子が多く学ぶ学校も

ある。現在、外国籍の子どもたちは一部の地域や

一部の学校に集中しているが、散在化の傾向も顕

著であり、外国にルーツをもつ子どもたちの受入

と対応は、今や全国どこでも起こりうる課題なの

である。 

 

２）多国籍化する学校の諸課題と実践 

 

(1)外国にルーツをもつ子どもたちの受入体制に

ついて 

外国人が多い地域は、比較的行政支援が充実し

ており、受け入れ体制が整っている。愛知県豊橋

市立岩田小学校では、学年に加配教員を配置した

り、外国人児童生徒コーディネーター、外国人児

童生徒相談員、スクールアシスタント等の配置を

したりして手厚い対応がされている。とくに、日

本語指導や学習支援だけでなく、相談活動にも力

を入れており、バイリンガル相談員を活用しなが

ら、母語によるサポートをしている。長年、外国

人を受け入れてきた経験を活かしたサポートで

あり、外国人児童生徒や保護者にとって心強い。

このように、行政による人的支援や情報支援が充

実していれば、受け入れる学校も外国人保護者も

不安が少なくなり、子どもたちもより安心して学

校に通うことができるだろう。 

しかし、このような受入体制を組むことができ

る地域はよいが、調査（前掲）では、日本語指導

が必要な外国人児童生徒が５人未満の学校が

5291 校（75％）であり、631 市町村（76％）では、

30 人未満しか在籍しておらず、行政によるサポ

ートが受けづらい地域が多いのが現状なのであ

る。 

そのような外国にルーツをもつ児童生徒が「少

数散在する地域」では、山形市のように、行政支

援に頼れない部分を校内サポートチームや支援

ボランティアに頼る必要がある。この支援ネット

ワーク構築し、機能させることが重要である。 

少数の外国人児童生徒がいる学校、あるいは現

在はいない学校でも、受入準備は必要である。そ

の受入れには、愛知県や神奈川県などの先進地域

のノウハウを導入するとよい。例えば、豊橋市立

岩田小学校には多くの転編入者に対応するため

に「転入パック」がある。転編入に必要な書類が

準備されている。もちろん母語にも対応している。

各地域の行政でも同様の対応準備を提言したい。 

 

 

 
図2： 日本語指導が必要な外国籍の児童生徒数 

「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査(平成28 年度)」より（文部科学省） 

 

 



子ども支援研究 創刊号 論考 

- 30 - 

 

現在は、インターネットを活用すると、外国人

編入用の各種書類や日本の学校を母語で説明す

る資料も手に入れることができるようになった。

しかし、最も問題なのが、このような支援体制が

あることを「知らない学校・教職員が多い」こと

である。地域にある「国際交流協会」等で、日本

語指導や学習指導のサポートをしている団体が

あってもこのような情報をよく知らないことが

課題である。 

 

（２）多文化の子どもたちと共に学ぶことで育つ

力 

外国にルーツをもつ児童生徒と共に学ぶこと

は、日本人の子どもたちにとってプラスである。

筆者が平成25年度まで勤務していたＡ小学校（公

立）は、全校児童の約４分の１にあたる児童が「外

国にルーツをもつ子どもたち」であった。当時は、

フィリピン・中国・ブラジル・ペルー・コロンビ

ア等、９か国で約100人の子どもたちと「共に学ぶ

学校」であった。筆者がＡ小学校に着任したとき、

フィリピン出身の児童会役員が流暢な日本語で

歓迎の挨拶してくれた。子どもたちはたしかに肌

の色が違う子がいたり、日本語が上手に話せない

子もいたりした。しかし、授業も行事も集会もご

く普通に進められ、しっかりとしていた。言葉の

問題（コミュニケーションの不十分さ等）や多文

化ゆえのトラブルがないわけではない。しかし、

それらを乗りこえる力を子どもたち（日本人も）

や教員がもっていたのである。そして、それを支

える保護者や地域の方々の理解もあった。まさに

「多文化共生」ができた学校であった。では、多

文化の子どもたちが共に学ぶことでどんな力が

育つのだろうか。いくつか挙げてみる。①寛容で

ある②受容的である③やさしさがある④一人一

人を認める気持ちが育つ（違うことがあたりまえ

のこととして受け止めることができる）⑤明るさ

がある等である。これらは、筆者の児童観察によ

る受取であり、根拠となる調査データがあるわけ

ではない。しかし、総合的に考えると多文化の子

どもたちが共に学ぶ学校では、「相互理解力」と

「寛容性」が育つと考える。それを示す一つの事

例である。外国から急に編入してくる児童は珍し

くないが、日本語ができない子どもがクラスに入

ってもあまり違和感を抱かせない。日本語は取り

出しによる日本語指導をしているが、生活面での

サポートは子どもたち同士で支え合うことも多

い。母語が同じ子どもはもちろんだが、日本人の

子どもたちもよくサポートをしていた。一緒に遊

んだり、分からないことを教えたりすることを自

然にしていたのである。「分からなくて当たり前」

「勘違いのトラブルがあって当然」ととらえ、異

国から親の都合で日本に来た子どもたちに対し

て、優しさと寛容さをもって接していたのである。

発達段階にもよるが、多国籍の子、多文化の子が

共に学ぶ学校は子どもたちにとって学力以外に

学ぶ点が多い。 

 

（３）受入側の意識として～子どもたちが望んだ

来日ではないことを胸に～ 

編入してくる子どもたちは、「被害者」である。

子どもが望んだ来日ではなく、保護者の都合で

「言葉の通じない世界」に放り込まれた被害者な

のである。それ故、子どもによっては、学級の友

達とすぐに仲良くなり、日本語もみるみる上達す

る子もいれば、すぐには馴染めず、適応に時間が

かかる子もいる。特に、高学年で編入した子ども

たちの中には思春期も重なり、すぐに馴染めない

子もいるのである。その子たちの気持ちを考える

と、日本への適応に「消極的」な子がいても当然

である。無理に適応させようとするより、安心感

を持たせ、少しずつ慣れてもらうことを意識する

必要がある。安心感を持たせることの大切さを実

感した事例がある。当時（平成25年頃）、６年生

でモンゴルから編入してきた女子がいた。編入当

初は、言葉がわからず、無口で、周囲に対しても

反発していた時期があった。あるとき、階段を踏

み外し、足をけがしてしまい、しばらくは松葉杖

が必要な生活となってしまった。ますます落ち込

みそうな出来事だったが、それを周囲の子どもた

ちが笑顔でサポートした。声をかけたり、階段の

上り下りの手伝い等をしたりしていた。周囲の子

には日本人もいたし、外国にルーツをもつ子もい

た。日本語の理解は、まだまだ不十分であったが、

その周囲のやさしさを感じとることができたの

だろう。けがが治る頃には、表情にも変化が現れ、

笑顔がみられるようになった。その後、日本語も

かなり上達し、ときどき友達にちょっかいをだし

ては笑い合うほどになった。彼女本来の明るさを

取り戻したのである。卒業式では、母親が「こち

らの学校に来て本当によかった」と涙ながらに話

していた。 

「周囲の支え」と「本人の努力」によって適応

ができたケースといえよう。（この子は現在、日

本の大学に進学している。）これは一例である。

多かれ少なかれ、子どもたちは日本での生活に戸

惑う。言葉が通じないもどかしさや時には、授業

がわからないくやしさを感じる。その気持ちが周

囲の子どもたちはわかるのであろう。やさしく受

け入れ、サポートする力が自然と育っているので

ある。外国から編入してきた子どもたちのもどか

しさ、くやしさ、悲しさ等の理解は、指導する側

の教職員にも必要である。「子どもたちは被害者
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である」ことを胸にかかわってほしい。 

 

（４）マイノリティとマジョリティ 

海外進出をする日本人は、海外ではマイノリテ

ィ（少数派）であり、マジョリティ（多数派）の

（現地の）外国人とどのようにしてかかわるのか、

適応していくか、その力が求められた。日本で外

国人を受け入れる日本人はマジョリティ（多数

派・差別する側）である。ここでは外国人がマイ

ノリティ（少数派・差別される側）であり、マジ

ョリティの日本人が異文化・マイノリティをどの

ように受け入れるか、問われている。もともと「村

社会」の意識が強い日本人にとって、異質なもの

を受け入れる心理的な土壌は、まだまだできてい

ないといってよいだろう。しかし、筆者が勤務し

た小学校では少数（マイノリティ）とは言えず、

むしろ、「外国にルーツをもつ子がいるのが当然」

で「いろいろな国の子がいるのも当たり前」であ

った。姿形を含め、みんながちがうのが「ふつう」

で、ときにはけんかもするけど、それぞれを認め

て楽しく学校生活を送っていたといえる。ここで

育った子どもたちは、社会においてもマジョリテ

ィの中のマイノリティに対しても寛容な態度で

接することができると考える。将来、会社等の中

で外国にルーツがある人たちと「日本語で」接す

ることになんの違和感ももたない「国内の国際人」

になるだろう。 

 

（５）外国にルーツをもつ子どもたちの抱える課

題（学習言語習得の課題と進路） 

日本語の習得には「生活言語」と「学習言語」

の二通りある。日常生活や友達との会話に必要な

日本語（生活言語）の習得は比較的早く、学習で

使われる学習言語はなかなか身に付かない傾向

にある。つまり、一見、日本の生活になじみ、授

業も楽しそうに受けていても、テストの問題が読

めない、意味がわからないということが少なくな

いのである（学習言語習得の課題）。将来、日本

で生活するためには、一定の日本語力と学力は必

要である。その力を周囲の力を借りながら育てる

必要がある。保護者の中には生活にゆとりがなく、

なかなか子どもの学習指導にまで手が回らない

家庭も少なくない。学校や国際交流協会等のサポ

ートを受けながら、子どもたちにも確かな学力を

つけさせたい。また、逆の視点となるが、母国の

アイデンティティの保持や母語の維持も課題と

なるだろう。両親がブラジル人で日本生まれの子

が日本語もポルトガル語も中途半端な状態で帰

国したケースがあった。学習や進路指導のサポー

トも含め、次世代を共に生きるための活動を共に

考える必要がある。 

 

（６）中学校夜間学級・定時制高校にみる国際化

の現状と課題 

「夜間学級」といえば、ある年代より上の方は、

山田洋二監督の映画「学校」を思い出すだろう。

夜間学級は、さまざまな年代の生徒がともに学び

成長する場のイメージがある。近年、不登校児童

生徒の学び直しの場としての「夜間学級」が示さ

れたが、夜間学級の現状はどうか。現在、中学校

夜間学級（いわゆる夜間中学）は8 都府県に31 校

が設置されているが、約８割が外国人であるとい

う（5）。なぜ、外国人生徒が増加したのか。それ

は、国によって義務教育の年限が異なるためであ

る。日本の「義務教育９年間」を満たしていない

国からきた青少年は、高校に入りたくても「中学

校卒業資格」がない。学齢期を過ぎているため、

中学校には編入できない。そこで、夜間中学が受

け皿となっているのである。夜間中学に長く勤務

するＢ氏は「夜間中学にくる（外国籍の）生徒は

自分の意思で日本に来たのではない。親に連れら

れてきたのだ。」と話す。生徒たちが望んだ来日

ではない。だからこそ、教員は、外国人児童生徒

の気持ちを大切にしつつ、精神面のサポートをし

ながら、日本で生活していけるだけの日本語力、

学力を身につけさせたい。その外国人児童生徒が

直面する課題のひとつに進路の問題がある。日本

語習得状況が、学力の問題と直結する。日本語能

力が低ければ学力が身につきにくく、いわゆる

「テスト」ができないのである。小学校での編入

は比較的慣れるのが早い。しかし、学力となると、

日常の会話力ほど身についていないことが少な

くない。前述の生活言語と学習言語の違いである。

日本で生活しようとするとその一つの壁として、

高校進学の問題に直面する。入試でよい成績がと

れないのである。また、外国人特別枠がある学校

は、人気が高く「難関」である。居住する地域に

よっては、遠距離のため、外国人特別枠がある学

校に通えない事情もある。そのため、定時制高校

への進学をする生徒も少なくない。千葉県内のあ

る定時制高校では、ここ数年で外国にルーツをも

つ生徒が急増し、１年生のあるクラスでは４割を

占めているという。しかし、高校に進学しても、

言葉の問題で授業についていけず、退学する生徒

も少なくないのが現状である。正確な調査データ

はないが、外国にルーツをもつ生徒の中退率は、

日本人生徒の中退率よりも高いことは確実であ

る。 

このような課題を乗り越えるためには日本語

力（特に学習言語）を身に付ける必要があるが、

本人の努力だけでは難しい。学校だけでなく、国

際交流協会等の関係機関やボランティア団体な
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ど、周囲のサポートも必要である。今後、外国人

が増加することをふまえて、行政も支援計画を立

てる必要がある。 

 

（７）防災連絡体制の課題（外国人は「情報弱者」） 

別の視点から外国人の受け入れ体制を検討し

たい。まず、学校が用意する「転入パック」に防

災・災害対応に関する情報があるか確認したい。

なければ、ぜひ準備をしていただきたい。外国人

関係者への緊急連絡が実は大きな課題である。災

害時の緊急連絡が必要なケースは、地震だけでは

ない。平成30年は台風、洪水、地震など天災によ

る被害が続出した。さらに防犯上の緊急連絡等も

必要である。「情報弱者」である外国人関係者へ

の連絡体制の整備は、命を守るためにも必要かつ

重要な課題である。一般に緊急連絡は、携帯電話

への「一斉連絡メール」等を活用するケースが多

いが、日本語での発信は、外国人保護者には伝わ

らないことが多い。緊急連絡メールを発信したと

ころ、外国人保護者から「このメールはどんな内

容ですか？」と学校に電話がきたケースもある。

ではどうしたらよいのか。学校では、「編入・転

入時」がポイントである。何かあったときの連絡

方法を明確にするとともに「困ったときには学校

へ」等のシンプルな災害対応方法を母語で伝える

とよい。後からだと定着しづらい傾向がある。地

域にもよるが、言葉の問題に加え、外国人保護者

の中には、仕事に追われて学校との連絡や協力体

制が取りづらいケースもある。とにかく、「転入

時の確認」が最も効果的であり、子どもや保護者

の命を守ることにつながる。その他、都道府県が

作成している外国人向けの防災マニュアル等も

活用するとよい。 

 

（８）難解な日本語を外国人に「やさしい日本語」

に 

外国人保護者が日本語での日常会話ができる

ようになっても、学校から発行される文書連絡等

は理解できないことが多い。「ふりがな」があっ

ても、文書で使用される日本語は難解なものが多

いからだ。「持参」より「持ってくる」等のよう

に、できるだけ、平易で、主語・述語を明確にし

て表現するとよい。「外国人にもわかりやすい日

本語」を定着させることは誰にでもわかりやすい

表現となる。教員がこの意識が高く、わかりやす

い日本語を使うことができれば、外国にルーツを

もつ子どもたちとのコミュニケーションもとり

やすくなり、学習も身に付きやすくなるだろう。

また、特別な支援が必要な子どもたちにとっても

わかりやすい話し方となる。このような学校の受

入体制を整備するためには、管理職のリーダーシ

ップが必要不可欠である。まずは、文部科学省が

作成した「外国人児童生徒の受入の手引き」等を

もとに共通理解理ための校内研修会を開催して

ほしい。そして、同時に「やさしい日本語」の指

導研修などを実施し、少しでも教員意識改善をす

ることが必要である。「今は（外国人児童生徒が）

少ないがこれからはわからない」のである。 

 

（９）日本語指導は特別支援教育とインターネッ

トの活用で 

外国からの突然の編入で、日本語指導をどのよ

うにしたらよいかと悩む学校も多い。まずは、「サ

バイバル日本語」の習得が必要だが、特別支援教

育の発想で対応するとよい。日本語能力や理解の

しやすいアプローチ（視覚優位・音楽が好き等）

の実態を把握し、視覚的なもの（写真や絵・映像

等）を用いて、繰り返し指導するのである。また、

最近では、インターネットでさまざまな映像教材

を活用することができる。日本語の練習教材を含

めて、インターネットでの情報収集はとても役に

立つ。筆者が勤務していたＡ小学校では「NHK for 

School」等のコンテンツを活用して、日本の学校

の生活がわかるように指導したこともある。その

他、インターネット上には役に立つさまざまなサ

イトがあるので、賢く利用することが学校や教職

員の負担を軽くすることにもなる。一例として、

愛知教育大学のホームページには、英語、ポルト

ガル語、スペイン語、タガログ語等に翻訳された

「小学校ガイドブック」や「幼稚園保育園ガイド

ブック」がある。学校の一日の説明や行事の説明

があり、日本語も併記しているので、学校の説明

するときに活用するとわかりやすい。とくに、行

事関係は、外国にないものも多く、その説明を事

前にしておくことが肝要である。水泳授業がない

国や人前で肌を見せない習慣の国もある。編入し

てきた国の状況を理解しつつ、事前に説明をして

いくことがトラブルを未然に防ぐ方法である。そ

のためにはインターネットの活用はとても有効

な手段である。 

 

（10）外国人保護者の思いと課題 

外国にルーツをもつ児童生徒が抱える問題と

して、アイデンティティの問題がある。自分の出

身国に対する愛着、誇り、文化の継承等をどのよ

うにして維持したらよいのか悩む外国人保護者

も多い。横浜市立飯田北いちょう小学校の国際学

級では、多文化共生教育を行っているが、「外国

人児童生徒のアイデンティティ保持に関わる支

援」をしている。日本と同様に外国人児童生徒の

母国文化も大切にする教育は重要である。一方で、

日本で働くことを目指して来日した外国人の中
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には仕事がうまくいかず、苦しい生活を送ってい

るケースもある。学校の給食費や教材費の滞納な

どの事例もある。このようなケースに対して、福

祉的なかかわりも必要である。地方自治体の福祉

関係の窓口と連携をとるなど、子どもたちのため

にもできうるサポートをしたい。 

 

（11）地域・保護者の理解（外国人とのコミュニ

ケーションをどうとるか） 

外国人が比較的少ない地域では、子どもたちよ

りも大人に抵抗感があることがある。同じ文化の

人たちが集まる地域では「異質な外国人」は、お

客さんとしてかかわることはよいが、隣人住民と

してかかわることには難色を示すことがある。な

ぜ抵抗感があるのか。それはステレオタイプの偏

見であったり、文化習慣の違いだったりするのだ

が、最も大切なコミュニケーションが上手く取れ

ないことが大きな要因だと考える。また、相互理

解をするためにコミュニケーションをとろうと

する姿勢が不足していることもあるのではない

だろうか。 

文化習慣が違えばトラブルも起きる。当然であ

る。それは外国人に限ったことではなく、他の地

域からの転入者にもいえることである。ただ、そ

の際、コミュニケーションによって相互理解がで

きるかどうかで適応状況が変わる。外国人住民と

コミュニケーションがとれるかは地域で円滑に

生活することができるかどうかに大きくかかわ

る。「郷に入れば郷に従え」。ここは日本だから

日本の習慣に従うことを前提とする声がある。そ

れはたしかにそのとおりではあるが、まずは相手

の状況の理解をする姿勢が必要ではないだろう

か。外国から日本にやってきて定住をしようとす

る人たちの大半は、日本人と互いに尊重しながら

仲良く生活したいと思っている。日本の文化や習

慣を知らないから、「マナー違反」と受け取れる

言動があるのである。たとえば、中国や韓国では、

友達と電車の中で大きな声で話すのは「あたりま

え」で、マナー違反ではない。日本の電車内で大

きな声で話しているのは日本のマナーを破ろう

としているわけではない。知らないだけなのであ

る。日本の文化や習慣を理解してもらい、お互い

に気持ちよく生活することができるようにした

いものである。 

「国内の国際化」は「心の国際化」でさらに充

実する。 

 

 

 

 

３）おわりに 
―多国籍化する学校の今後の課題― 

 

これからの「多国籍化する学校」の課題を整理

する。 

 

（１）福祉関係のサポート 

外国人労働者の多くは、いわゆるブルーカラー

であり、収入面での安定が保証されているとは言

い難い。学校のおける低所得者へのサポート・就

学支援等、福祉関係のサポートが重要である。学

校は福祉関係のサポート窓口を理解しておく必

要がある。 

 

（２）幼児教育支援（幼稚園・保育園の国際化へ

の対応） 

本稿では触れていないが、外国にルーツをもつ

幼児も増加している。「幼稚園・保育所の国際化」

も進んでいるのである。特に保育所では子育ての

しかたの違いや言葉の問題で対応に苦慮するケ

ースも少なくない。 

「虐待」と捉えかねないケースもある。保育士

や幼稚園教諭も対応に苦慮するが、外国人保護者

の悩みも大きい。行政の子育て支援に「外国人保

護者のサポート」を組み入れる等の行政支援のほ

か、今後は、大学等教員養成機関と連携し、保育

士・幼稚園教諭が外国にルーツをもつ子どもたち

へ理解と対応を学ぶ必要があると考える。教員免

許状更新講習等で扱うのもよい方策である。 

 

（３）特別支援教育の必要性と判断の難しさ 

外国にルーツをもつ子の中にも発達障害等、

「特別な支援が必要な子」もいる。しかし、学力

不振の要因が知的な問題なのか、言語習得の問題

なのか判断がつきにくいケースがある。ケースに

よって異なるため、専門機関との連携により、丁

寧に対応する必要がある。保護者とのコミュニケ

ーションも重要である。 

 

（４）「外国人支援コーディネーター」（仮称）

の必要性 

豊田市・豊橋市等の先進地域では十分な「人的

配置」があり、行政支援もされているが、少ない

地域では人的加配がされていないのが現状であ

ることは述べたとおりである。日本語指導担当者

になった教員も経験が浅く、サポート関連機関や

進路等の情報を十分に知らないケースも少なく

ない。そこで、2019年4月からの外国人労働者受

け入れ拡大を機会に、各地域に「外国人支援コー

ディネーター」（仮称）を設け、外国にルーツを
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もつ子どもたちの支援の中核となるシステムを

構築してほしいと願う。政府も同様の方針を打ち

出したが、その数は少なく、教育関係のサポート

は十分とは言えない。四街道市では急増する外国

人児童生徒に対応するため、いち早く「多文化教

育スーパーバイザー」を置き、千葉大学と連携し

て、その人材育成をスタートさせた各地域ではこ

のような国による支援システムができる前に、中

核となるコーディネーター（スーパーバイザー）

の養成が必要となるだろう。外国人労働者の受入

と教育支援と教員研修を一体化して検討する必

要がある。 

 
注）本稿は2018年12月1日に行われた本学会ワークショ

ップ「多国籍化する学校」の配布資料に加筆 

 

【参考・引用文献】 

(1)文部科学省「日本語指導が必要な児童生徒の

受入状況に関する調査（平成28年度）の結果

について」（文部科学省ＨＰ） 

(2)土田雄一「外国にルーツをもつ子どもたちと

共に学ぶ学校」『児童心理』2015年8月号臨

時増刊，金子書房 

(3)土田雄一「多国籍の子どもがいる学校の現状

と取組 日本の学校が直面する課題」『児童

心理』2017年2月号特集「外国籍の子の学ぶ

学校」 

(4)土田雄一『国際性を育てる道徳の授業』1998

年8月，明治図書 

(5)「夜間中学」生徒、８割が外国人 類似の取

り組み広がる， 朝日新聞 2015年5月8日 

(6)「外国人児童生徒に教育支援」，読売新聞

（千葉版），2019年5月18日 

 

 

 

 

 

 

 

日本子ども支援学会ワークショップ等一覧 

（学会発足から２０１９年３月まで） 

 

1）2018.3.3 pm6~8 日本子ども支援学会設立記念ワークショップ 

「いじめ問題を再考する」（小林正幸、湯浅俊夫、磯﨑奈保子、深谷昌志） 

2）2018.9.15 pm1~3 「子ども支援の隘路となるもの」 

1.東京都北区わくわく広場の活動から（安田勝彦、栗山由明） 

2.天理市の子ども支援活動から（市本貴志） 

3）2018.9.15 pm3~5 

第１部：講演「アロマザリングとは何か」（根ケ山光一） 

第２部：パネル討議「アロマザリング関係の養育の可能性と限界」 

（根ケ山光一、日高真知子、青葉絃宇） 

4）2018.10.13 pm2~4 「レジリエンスを考える」（深谷和子） 

5）2018.12.1 pm2~4 「多国籍化する学校」（土田雄一） 

6）2019 .3.2 pm2~4 「幼稚園教育の未来像」（河村真理子、市川薫子） 

注）それぞれのワークショップの内容は、「風の便り」臨時増刊号（１~６号）に収録。 

詳しくは学会ホームページ学会活動欄参照。 
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倉本英彦著「思春期のこころの問題と予後」 
－予後を知るのは臨床家である－ 

 

堀 有伸 

（ほりメンタルクリニック 院長） 

 
評者は現在、東日本大震災と原発事故の影響が

大きい福島県南相馬市で開業する精神科医であ

る。以前に東京でこの本の筆者が責任者であった

クリニックに勤務し、筆者の豊富な臨床経験に裏

打ちされた診療を間近でみさせていただいた。

「思春期のこころの問題」を論じられる人は、少

なくないだろう。しかし、「思春期のこころの問題

と予後」を論じられる人は少ない。「予後」を論じ

るためには、時に 10 年～20 年と続くこともある

臨床事例の一つ一つに向かい合うことをくり返

し、肌感覚として「この問題の予後はこういうも

のだ」という経験知に達していることが必要だか

らだ。本書の筆者は、まちがいなくそのような臨

床家の一人である。 

今回は、敢えて「経験知」という言葉を使用し

た。しかし本書は一見すると、多数例について複

数の評価尺度を用いて統計的な解析を行った研

究内容が中心で、実証的で科学的な態度で書かれ

た書物のように思える。そのことに間違いはない

のだが、具眼の読者は、この研究報告が単なる研

究者ではなく、経験豊かな臨床家によってなされ

たものであることに気がつくだろう。たとえば本

書の P.111 には、自験例における 1 年後改善率に

好意的であった項目の中に、「同胞数 1 名」が多

かった理由について、「いわゆる一人っ子の方が

幼少期から親の独占的な注意関心を享受してい

たため、親世代にあたる年上の治療者が受容的支

持的に接すると、容易に陽性転移を起こす。そし

ていわゆる転移性の治癒状態となり、見かけ上は

改善したように受け取られる」とあるが、これは

臨床の実感を知らない者には、提示することが困

難な理解である。 

本書の第 3 章には、筆者が後方視的に行った 60

例の自験例についての調査結果が記されている。

患者の適応状態についてのGAFを用いた評価で、

初診後の半年間で急激に上昇し、1 年後まで横ば

い、再び 1 年後から 3 年後までに少し上昇し、3

年を過ぎるとほぼ横ばいになるという結果だっ

た。第 4 章では、児童青年精神医学会の会員を対

象に郵送法によって実施された全国調査の結果

が報告された。この質問紙には想定事例の 1 年後

における大まかな予後予測を記入する項目も含

まれていた。608 回答が分析の対象となり、筆者

の自験例と全国調査の結果がほぼ一致していた

のが、不登校・自傷行為・自殺企図・家庭内暴力

だった。これらについては治療相談機関や治療者

による違いがそれほど大きくはないという解釈

が示された。重症例が精神科に集まりやすい心因

反応・神経症・うつ病・いじめ被害・発達障害・

パーソナリティ障害は、自験例で全国平均よりも

改善率が低く、筆者らが専門的に取り組んできた

統合失調症とひきこもりでは、全国平均よりも良

好な改善率を示していた。 

これらの調査結果を踏まえて、筆者は臨床的な

提言を行うのだが、その内容は「心理的な解釈・

技法」のみにこだわることなく、貝原益軒の『養

生訓』に通じるような内容となっている。これは、

「精神科医」らしい思考である。「医者」は「心理

士」と異なり、患者や治療者の個人的な能力や努

力を超えて進行する、「病気の過程」に意識的であ

るようにトレーニングを受ける（昨今、この意識

が弱くなっている状況は存在している）。筆者の

その姿勢は、「予後」にこだわることに一貫して現

れている。他にも本書の P.54 では文豪ヘミングウ

ェイについて、あまりに予後不良を示す指標を多

く有している個人の場合に、当時の最高水準の治

療がなされたのにもかかわらず、「避けられない

自殺」に至ったことが言及された。このように技

法の限界を知る筆者が述べる「予後良好の指標」

（P.119）「不登校への対応」（P.122）「ひきこもり

への対応」（P.124）は、多くの臨床家が参考にす

べき内容になっている。本書を、子どもの支援に

かかわるすべての人にお勧めしたい。 

 

※倉本英彦著「思春期のこころの問題と予後」 

ナカニシヤ出版、2018 

Book Review 
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中山哲志 稲谷ふみ枝 深谷昌志編 

「福祉心理学の世界」 
 

齋藤 恵子 

（貞静学園短期大学 教授） 

 

私たちは、「福祉」を必要とする場面を自分自身

で想像したことがあるだろうか。人は、生まれて

から直ぐに様々な場面に巡り合い、生きていくこ

とが宿命であると言えるが、時として、本人の予

想をはるかに超えた状況に立ち向かわざるをえ

ない困難に出会うことがある。その時、本人の力、

そして限られた周囲の人の支援だけでは立ちい

かなくなる状況まで追いこまれることがある。そ

ういった状況下で、その人の生を支える立場の一

方策として福祉がある。そう考えると、弱者救済

のイメージが強いが、実は福祉とは「幸せ」や「豊

かさ」を表す言葉であり、広義に捉えるなら、人々

の生活に「福祉」は密接にかかわっている。本書

では福祉をウェルビーイングと捉え論考されて

いる。 

ウェルビーイングを考えたとき、私たちは一人

ひとり幸せの感じ方や困難の捉え方が違うこと

に気付くだろう。ウェルビーイングの実現には福

祉についての施策を実施する立場の行政の観点

からだけではなく、その施策の効果を享受する人、

そして、そこに関わる周りの人たちへの視点を検

討していかなくてはならない。それは、福祉政策

を受ける立場に至った人への配慮を欠いた福祉

政策が進行した場合、結果として福祉政策は行き

詰ってしまうからである。具体的には、一人ひと

りに寄り添う「福祉」の視点から考えたとき、福

祉政策の効果を受ける人の意思を尊重して考え

ていく必要がある。例えば、社会的弱者となって

いる人を、経済的側面からのみの援助を実施すれ

ば、衣食住の保障や安心て受診できる医療等が達

成されるだろう。しかし、その経済的側面だけの

福祉施策が、果たしてその施策を受ける立場とな

っている対象者の人としてのウェルビーイング

に繋ぐことが出来るのだろうか。経済的側面のみ

を最優先事項としての福祉施策のみならず、対象

者の心理に寄り添う施策、つまり、その対象者と

生活を共に営む人あるいは関わる周りの人たち

まで包含した、その心理的状況をでき得る限り網

羅する考察を行うことにより、一層、本質的なそ

して安定的な「福祉」となっていくのではないだ

ろうか。未来に向けて急速な変化をみせている社

会構造のもとでの、今後の「福祉」のあり方につ

いて、「福祉心理学」の立場から論稿されている本

書は今後の福祉を考える上で示唆に富む内容と

なっている。 

本書の意義は、福祉をウェルビーイングとする

視点から、人の人生の中における出来事【課題】

に焦点を当てた、いわゆる人の心的作用に関わる

論考がされていることにある。更に、副題に「人

の成長を辿って」とあるように第Ⅰ部の乳幼児期

から第Ⅳ部の老年期と人の成長段階に分けてあ

り、最後に第Ⅴ部にまとめがある。各部が章に分

かれ、テーマに沿い論考がなされている。読者は

身近なこととして捉えることが出来るだろう。わ

が国の人の一生に関わる課題を概観すると「ワン

オペ育児」「虐待の増加」「いじめや不登校」「働き

方」「超高齢化社会」など課題の多さを実感する。

そうした状況の中、ウェルビーイングの実現には、

社会的・心理的な視野で掘り下げる事が必要とな

ってくる。本書は社会福祉学・臨床心理学・教育

社会学・老年学や保育学と様々な分野の研究者 8

人の幅広い知見が集約されている。記憶に残る出

来事（事件）や普段触れることがないであろう出

来事を交えて論考されているため、説得力ある内

容となっている。また、それぞれの章には「アク

ティヴラーニング」（主体的・対話的学び）として

学生それぞれが考え、意見が交換できるようにな

っている。グループでの活用がなくても、読者が

自分と向き合いアクティヴラーニングのテーマ

に沿い考えをまとめることにより、本書の深い理

解へと繋ぐことになるだろう。 

本書の構成は以下である。（執筆者名の敬称略） 

 

はじめに 

序章 福祉心理学を学ぶ（中山 哲志） 

第Ⅰ部 乳幼児期 

第 1 章 親性の形成（山喜 高秀） 

第 2 章 乳幼児期の養育の課題（金城 悟） 

第3章 児童虐待の意味するもの（山喜 高秀） 

第Ⅱ部 児童期 

第 4 章 いじめの理解の基礎（深谷 昌志） 

第 5 章 「不登校」の理解（深谷 和子） 

第6章 発達障害をどう考えるか（渡部 純夫） 

第Ⅲ部 青年・成人期  
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第 7 章 高学歴化社会を生きる（深谷 昌志） 

第 8 章 障害者に対するヘイトクライム（十島 

雍蔵） 

第9章 職場としての児童養護施設で起こって

いること（渡部 純夫） 

第 10 章 企業社会が抱える課題（金城 悟） 

第Ⅳ部 老年期 

第 11 章 初老期のアイデンティティ・クライ

シス（十島 雍蔵） 

第 12 章 老いとは何か（稲谷 ふみ枝） 

第 13 章 超高齢社会と心理的支援（稲谷 ふみ

枝） 

第Ⅴ部 まとめとして 

第 14 章 レジリエンスを育てる（深谷 和子） 

第 15 章 ウェルビーイングな人生（中山 哲志） 

 

本書は序章に福祉心理学の歩みや定義が記さ

れており、どのよう学問であるかという解説があ

る。広義に捉えれば福祉は人々の日々の生活の営

み直結しており、福祉心理学の意義や心理学との

関わりなどの論考がされている。 

第Ⅰ部「乳幼児期」は、乳幼児の育ちを概観し

つつ、我が国の女性の就業の増加による待機児童

問題や育児不安など現代社会の子育て環境を背

景に、親子の信頼関係や子ども自尊感情や自己肯

定感の育ち、そして、胎児期から考える虐待の問

題など、単に乳児期の育ちだけではなく、親育ち

も含めた内容となっており、虐待を受けた子ども

の胎児からの育ち直しの論考は妊婦からの支援

の重要性を提示している。 

第Ⅱ部「児童期」の最初の章は「いじめ」に関

する論考からはじまり、「不登校」「発達障害」に

焦点を当てて論考されている。いじめの問題は親

であればだれもが気になる問題である。いじめに

ついては時系列で変化する様相を事例から論考

され、アメリカとの比較がなされている。不登校

に関する記述では「さなぎが蝶になる日までの大

切な時間（P.63）とし、ゆっくり待つことの大切

さに言及している。ともすれば結果を急ぎ過ぎに

なりがちな私たちだが、肩の力を抜いて本人と向

き合う大切さの気付きへとなるのではないだろ

うか。発達障害については丁寧にその捉え方やイ

ンクルーシブ教育、学校における合理的配慮など

が示されている。 

第Ⅲ部は「成年・成人期」である。2018 年問題、

つまり 18 歳人口の減少に伴う青年期における社

会状況から大学進学への意味や生涯学習の意味

などについて言及している。“大学進学率が 4 割

を超えると、大学進学は「差を付ける」ではなく

「差を付けられない」ための進学になる”（P.83）。

確かに高学歴化が進む現代、今後、青年はどの様

な生き方を求められるのだろうか。8 章の障害者

に対するヘイトクライム（増悪犯罪）では障害者

の生存や価値を説いている。障害者への新たな視

点を誘う論考がされている。9 章では児童養護施

設を職員の立場から論考されている。かつては孤

児を預かる孤児院から、今は親の養育不可能が原

因で預けられる子どもがほとんど（P.98）など、

児童養護施設の性格の変化を捉えた内容となっ

ている。最後の章では「働き方」として企業の課

題がテーマとなっている。過労死・ハラスメント・

ブラック企業などの課題からウェルビーイング

の実現の重要性を論考されている。 

第Ⅳ部は「老年期」である。世界に類を見ない

超高齢化社会となる我が国を捉え、老年期は 3 つ

の章から構成されている。老いへの受容、初老期

うつ、超高齢期の発達課題への言及、最後に認知

症と共に歩む社会について論考されている。 

最後、第Ⅴ部はまとめとして「レジリエンス」

「ウェルビーイング」の論考である。レジリエン

スとは失敗や挫折からの回復力、いわばバネの力

がレジリエンスである。人は弱さもあるが強さも

あり、たくましさもある。レジリエンスは“だれ

でももつことができる「確実」な資産”（P.155）

という言葉はまとめの章としてふさわしい論考

であると思った。そして、最後の章となるウェル

ビーイングな人生とは福祉心理学として目指す

人生の姿であると捉えることが出来る。社会を作

るのも人だが、その社会を変えていくのも人であ

る。「支援する人」「支援される人」の立場からの

論考がされており、ウェルビーイングの本質に迫

る論考となっている。 

人の一生から見た福祉を捉えていくと心理学

の知見がまさに必要であり、本書から福祉心理学

の役割が見えてくる。心豊かな社会作り、ウェル

ビーイングの実現のために福祉心理学は今後、大

きな役割を担っていくことだろう。 

福祉は人の手により豊かになる……そんな思

いがめぐる１冊である。 

 

※中山哲志 稲谷ふみ枝 深谷昌志編 

「福祉心理学の世界」ナカニシヤ出版、

2018 

 

 

 



 

 

 

編集後記 

 

日本子ども支援学会誌「子ども支援」の創刊号の編集を終え

て、日本の子どもたちの生活環境が様々な点で、多くの課題を

持っていることを改めて知ることが出来ました。 

私を含め多くの人が、子どもの時代を振り返ってみても、家

庭や学校・地域の生活を家族や友達と共に、楽しく遊び・楽し

く勉強していたことは、大きく変わりがないと思います。私の

子ども時代は、学校での「学習の時間」より「部活動」や放課

後の仲間との「空地での遊び」の方が、思い出となっています。 

最近では、放課後の空き地や広場から「子どもたちの声」消

え、時代の急激な変化を感じるのは、私だけではないでしょう。

子どもは、本来、素直で・活気があり・何事にも興味を持ち、

友達と集団で、時の経つのを忘れ、楽しく遊ぶものです。 

しかし、最近の子どもたちの放課後は「学校生活」より多忙

なように感じます。帰宅後は、街中の子どもも自然豊かな地域

の子ども達も「学習塾」や「習い事」、「スポーツ教室」等、心

身の休まるところがないように過密スケジュール生活の様で

す。また、夕食後は、スマホを使い友達とメール交信をし、Ｃ

Ｄを聴き、漫画やアニメ等に深夜まで夢中になり、学校の宿題

は寝る前に行い、多くの子どもたちは、朝を迎えるのではない

かと思います。それでも、校門での子どもの顔は暗くない。 

私自身も、学校現場に 40 数年近く子どもと共にありました

が、子ども支援のためには、研究者や実践家、行政や企業の担

当者等、異業種・他分野の人々が集まり、情報を交換し、支援

活動を展開していくことが、新しい教育の改革の力になると考

えています。 

本会誌は、本会のニューズレター「風の便り」に掲載された

「実践報告」に加除・補筆したものを第一部に、本会のワーク

ショップ（理論的な問題）からの「論考」を第二部、子ども問

題を新たな視点から考察した新著の紹介を第三部として編集・

構成しました。 

本会誌における「子ども支援」の実践的取り組みと「子ども

支援」の研究・開発・調査等が、日本だけでなく世界の多様な

国々の子ども問題の解決のための試金石となり、また「子ども

支援」に心を寄せる多くの方々の「教育活動の手引き書」にな

れば幸いと考えています。            （森永） 
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